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説号&
ロ岡

2
.
第
四
九
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
の
議
論

四
.
一
九
八
0
年
代
か
ら
、
一
九
九
O
年
の

D
D
R
の
統
合
ま
で
の
議
論

五
.
基
本
法
と
遺
留
分
の
関
係
を
中
心
と
す
る
最
近
の
改
正
論
議

1
・
最
近
一

0
年
間
の
変
化

2
.
基
本
権
と
遺
留
分
に
関
す
る
判
例

(
1
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

①
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
四
年
一

O
月
一
六
日
決
定
(
回
〈
O

円
日
開

2
・M
呂
町
三

②
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
四
年
一
一
月
一
四
日
決
定
(
切
〈
伺
『
自
問
喧
ア
凶
怠
R
)

③
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
六
月
一
一
一
一
日
決
定
(
切
〈
足
。
開

3
・
-
S
R
)

④
連
邦
憲
法
裁
判
所
二

0
0
0
年
八
月
二

5
日
決
定

(Z者
MOS--品

E
・)

(
2
)
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例

①
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
六
年
九
月
一
七
日
判
決
(
回
。
E
N遣
い
以
内
向
)

②
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
二
月
六
日
判
決
(
図
。
Z
N
-
3・5
宗
門
)

3
.
基
本
権
と
遺
留
分
に
関
す
る
学
説

(
l
)
遺
留
分
は
基
本
法
に
違
反
す
る
と
い
う
見
解

(
2
)
基
本
法
は
遺
留
分
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
見
解

(
3
)
遺
留
分
は
基
本
法
上
の
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
見
解

①
基
本
法
六
条
を
根
拠
と
す
る
学
説

②
基
本
法
一
四
条
を
根
拠
と
す
る
学
説

③
基
本
法
六
条
と
一
四
条
を
根
拠
と
す
る
学
説

④
ベ

l
マ
l
の
学
説

4
.
遺
留
分
に
関
す
る
最
近
の
法
改
正
論
議

(
1
)
従
前
か
ら
の
改
正
提
案
と
最
近
の
改
正
提
案

(
(
1
)
④
ま
で
、
五
五
巻
三
号
)

北法55(5・36)1890

(
以
上
、
五
五
巻
四
号
)



(2)
シ
ユ
ル
タ
!
の
見
解

(
3
)
連
邦
公
証
人
会
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
(
二
0
0
0
年
)

(
4
)
オ
ッ
テ
の
見
解
l
遺
留
分
の
存
在
論
l

5
.
第
六
七
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
の
議
論

六
.
お
わ
り
に

(
以
上
、
本
号
)

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

②
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
四
年
一
一
月
一
四
日
決
定
(
切
〈

R
B岡
山
⑤
己
怠
同
)

[
事
実
]

A
.
憲
法
異
議
申
立
は
、
土
地
取
引
法
の
規
定
に
従
っ
た
他
の
共
同
相
続
人
へ
の
補
償
の
下
で
行
わ
れ
た
、
共
同
相
続
人
の
一
人
へ
の
農

業
経
営
の
割
当
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。

I 

一
九
六
一
年
七
月
二
八
日
の
農
業
構
造
の
改
善
と
農
林
業
の
保
障
措
置
に
関
す
る
法
律
(
土
地
取
引
法
、
。
E
豆町
g
n
r
g『
rozgmos

一
三
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
法
定
相
続
に
よ
り
共
同
相
続
人
に
帰
属
し
た
農
地
は
、
共
同
相
続
人
の
申
立
に
よ
っ
て
、

(
農
業
)
裁
判
所
は
遺
産
分
割
せ
ず
に
単
独
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
単
独
相
続
の
措
置
は
、
そ
れ
が
通
常
の
農
業
経

田
町
門

N
l
。
丘
担
問
〈
。
)

営
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
農
場
の
み
な
ら
ず
、
従
物
及
び
二
疋
の
権
利
に
も
及
ぶ

(
矧
-
凶

〉

σ∞・】

r
R凶
)
。
但
し
、
措
置
が

許
さ
れ
る
の
は
、
営
業
が
農
場
を
持
っ
て
お
り
、
か
っ
、
収
益
が
農
家
の
生
活
を
ま
か
な
う
に
足
る
場
合
だ
け
で
あ
る

一
定
の
要
件
を
充
足
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

(
m
E
〉

Z
-
)
0
さ

ら
に
、
農
場
の
単
独
相
続
人
と
な
る
者
は
、

(ゆ弓
)
o

他
の
相
続
人
に
は
、
単
独
相
続
さ
れ
た
営

E
E
)
。
補
償
請
求
の
算
定
に
際
し
て
は
、
取
引
価
格
で
は
な
く
収
益
価

業
へ
の
持
分
に
相
当
す
る
金
銭
請
求
が
帰
属
す
る

(
抑
広
〉

σ
∞--

r
R
M
)
。
営
業
を
取
得
し
た
者
が
、

値
を
基
準
と
す
る

一
官
。
〉

σ
こ

一
五
年
以
内
に
、
売
却
、
又
は
、
単
独
相
続
の
割
当
の
目
的
に
反
す

北法55(5・37)1891



説

る
方
法
で
、
多
大
の
利
益
を
あ
げ
た
場
合
は
、
他
の
相
続
人
は
利
益
の
分
配
請
求
権
を
持
つ

(
抑
コ
)
。
問
題
と
な
る
具
体
的
な
規
定
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

論

土
地
取
引
法
二
二
条

(
l
)
農
業
経
営
が
法
定
相
続
に
よ
っ
て
共
同
相
続
さ
れ
た
と
き
は
、
共
同
相
続
人
の
申
立
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
営
業
を
構
成
す
る
土
地

を
分
割
せ
ず
全
体
と
し
て
、
共
同
相
続
人
の
一
人
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
営
業
が
複
数
の
営
業
に
分
割
可
能
な
と
き
は
、
複
数
の

共
同
相
続
人
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
所
在
と
性
質
か
ら
近
い
将
来
に
農
業
以
外
の
目
的
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る

土
地
は
、
割
当
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
そ
れ
が
通
常
の
営
業
に
不
可
欠
な
場
合
は
、
裁
判
所
は
割
当
の
対
象
を
、
従
物
、
共
有
持
分
、
株
式
、

組
合
の
持
分
、
物
権
的
利
用
権
、
及
び
、
そ
れ
に
類
似
し
た
権
利
に
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
)
割
り
当
て
ら
れ
た
物
の
所
有
権
、
及
び
、
割
り
当
て
ら
れ
た
権
利
は
、
裁
判
所
の
決
定
の
確
定
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
、
決
定
が
将

来
の
移
転
を
定
め
た
場
合
は
、
そ
の
時
に
、
営
業
を
割
り
当
て
ら
れ
た
相
続
人
(
取
得
者
)
に
移
転
す
る
。

(3)
は
、
省
略
。

四
条

(
l
)
割
当
が
許
可
さ
れ
る
の
は
、
営
業
が
経
営
に
相
応
し
い
農
場
と
し
て
の
地
所
を
持
ち
、
か
っ
、
私
法
上
の
負
担
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、

農
家
の
生
活
を
支
え
る
だ
け
の
収
益
を
あ
げ
て
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
用
益
賃
借
を
受
け
た
土
地
か
ら
の
収
益
は
、
用
益
賃
借
を
受
け
た

土
地
又
は
用
益
賃
借
を
受
け
る
同
価
値
の
他
の
土
地
を
、
取
得
者
が
自
由
に
利
用
で
き
る
こ
と
が
確
実
だ
と
み
な
さ
れ
る
限
り
で
、
営
業
の

収
益
と
み
な
さ
れ
る
。

(
2
)
(
3
)
は
、
省
略
。

一
五
条

北j去55(5・38)1892



(
こ
営
業
は
、
被
相
続
人
の
現
実
の
、
又
は
、
推
定
的
な
意
思
に
よ
り
相
続
人
と
さ
れ
た
共
同
相
続
人
の
一
人
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
共

同
相
続
人
が
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
で
も
配
偶
者
で
も
な
い
と
き
は
、
共
同
相
続
人
が
農
場
に
居
住
し
、
か
っ
、
農
場
を
経
営
、
又
は
、
共

同
経
営
し
て
い
た
と
き
だ
け
、
割
当
が
許
可
さ
れ
る
。
共
同
相
続
人
が
営
業
の
譲
受
に
応
じ
な
い
か
、
そ
の
通
常
の
経
営
に
は
不
向
き
な
と

き
は
、
割
当
は
行
わ
れ
な
い
。

(
二
)
以
上
の
規
定
は
、
営
業
の
分
割
の
割
当
の
場
合
に
も
準
用
さ
れ
る
。

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

一
六
条

(
l
)
営
業
が
共
同
相
続
人
の
一
人
に
割
り
当
て
ら
れ
た
と
き
は
、
相
続
分
に
代
え
て
、
割
り
当
て
ら
れ
た
営
業
(
ゆ
己
〉
σ乙
)
の
持
分

の
価
値
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
い
を
求
め
る
請
求
権
が
、
他
の
相
続
人
に
帰
属
す
る
。
営
業
は
収
益
価
値
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
(
副

MOS

回
。
切
)
。
割
当
の
際
に
裁
判
所
は
、
以
下
の
規
定
を
考
慮
し
て
、
請
求
権
を
確
定
す
る
。

(
2
)
取
得
時
(
瑚
己
〉
g
b
)

に
存
在
す
る
債
務
は
、
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
営
業
に
属
さ
な
い
財
産
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
る
。
営
業
に
属

す
土
地
に
よ
り
遺
産
債
務
が
物
的
に
担
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
債
権
者
の
同
意
を
得
た
上
で
、
申
立
に
よ
っ
て
、
取
得
者
は
単
独
で
責
任

を
負
担
す
る
旨
を
債
権
者
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
決
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
民
法
二
O
四
六
条
は
債
務
に
関
し
て
は
適
用

さ
れ
な
い
。

(3)
か
ら

(
5
)
は
、
省
略
。

一
七
条

北法55(5・39)1893

(
l
)
取
得
か
ら
一
五
年
以
内
に
取
得
者
が
、
営
業
又
は
割
当
を
受
け
た
目
的
物
か
ら
、
売
却
又
は
割
当
の
目
的
と
折
り
合
わ
な
い
方
法
で
、

大
き
な
利
益
を
上
げ
た
と
き
は
、
公
平
の
要
請
す
る
限
度
で
、
共
同
相
続
人
の
請
求
に
よ
り
、
問
題
の
目
的
物
が
取
得
時
に
売
却
さ
れ
、
売

買
代
金
が
相
続
分
に
従
っ
て
共
同
相
続
人
間
で
分
配
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
取
得
者
は
扱
わ
れ
る
。
営
業
が
相
続
に
よ
っ
て
他
の
人
間
に
移



説

転
し
た
と
き
、
又
は
、
営
業
が
先
取
り
し
た
相
続
に
よ
っ
て
取
得
者
以
外
の
人
間
に
譲
渡
さ
れ
た
と
き
は
、

一
五
年
以
内
に
営
業
の
処
分
に
よ
っ
て
得
た
利
益
に
つ
い
て
は
、
取
得
者
以
外
の
人
間
は
同
様
の
義
務
を
負
う
。 一
三
条
二
項
の
定
め
る
時
か
ら

北法55(5・40)1894

~也
阿岡

(2)
省
略
。

し
た
が
っ
て
、
土
地
取
引
法
は
、
農
場
令
に
よ
る
農
場
相
続
、
及
び
、
農
業
法
上
の
「
単
子
相
続
」
法
の
規
定
と
同
様
に
、
民
法
と
異
な

り
、
農
場
相
続
人
を
優
遇
し
、
そ
れ
以
外
の
共
同
相
続
人
の
権
利
を
制
限
し
て
い
る
。

E
.
I
.
憲
法
異
議
申
立
人

(
X
)
は、

一
九
八
七
年
に
死
亡
し
た
農
業
者
A
の
兄
弟
で
あ
る
。

A
は
一
五
、
九
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
パ
イ

エ
ル
ン
所
在
の
農
場
を
、

た
)
B
が
二
分
の
つ

X
と
X
の
姉
妹
C
が
各
自
四
分
の
一
を
法
定
相
続
し
た
。
そ
れ
以
前
の
経
緯
は
、
元
来
は

B
の
両
親
の
所
有
し
て
い

た
農
場
を
息
子
A
に
譲
渡
し
た
後
も
、

B
は
農
場
に
居
住
し
、
農
場
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

A
の
死
亡
後
も
、

B
は
補
助
者

一
九
八
六
年
に
母
親
B
か
ら
譲
渡
さ
れ
農
場
の
単
独
所
有
者
と
な
っ
て
い
た
。

A
の
死
亡
に
よ
り
、
(
寡
婦
だ
っ

と
娘
C
の
助
け
で
、
経
営
を
続
け
て
い
た
。

2
.
A
を
相
続
し
た
後
、

B
は
農
場
の
割
当
の
申
立
を
行
っ
た
。

C
は
割
当
に
同
意
し
、

X
は
反
対
し
た
。
区
裁
と
地
裁
は
、
農
場
は
土

地
取
引
法
の
要
件
を
具
備
し
て
お
り
、
か
っ
、

X
は
農
業
機
械
工
と
し
て
独
立
し
て
お
り
、

B
と
比
べ
て
農
業
経
営
に
適
格
だ
と
は
い
え
な

い
と
し
て
、

B
に
対
す
る
農
場
の
割
当
を
認
め
た
。
そ
の
結
果
、
農
場
の
収
益
価
値
二
三
七
.
七

O
O
D
M
か
ら
債
務
一
八
六
.
六
八
七
、

O
二
D
M
を
控
除
し
て
、

X
・
C
の
各
自
に
対
す
る
補
償
額
は
、
一
二
.
七
五
三
、
二
五

D
M
と
さ
れ
た
。

高
裁
(
農
事
部
)
は
、

X
の
上
訴
を
棄
却
し
た
。
年
額
四
五
.
五
一
三

D
M
の
収
益
は
、
農
家
の
生
活
費
と
し
て
十
分
で
あ
る
。
当
裁
判

所
の
長
年
の
経
験
で
は
、
本
農
場
よ
り
も
更
に
僅
少
な
収
益
で
生
活
し
て
い
る
農
家
も
存
在
す
る
。
申
立
人

B
の
農
業
適
格
性
も
確
認
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、

B
に
対
す
る
割
当
は
、
被
相
続
人
A
の
推
定
的
意
思
に
も
合
致
し
て
い
る
。
加
え
て
、
農
場
は

B
の
亡
夫
と
の
婚
姻
と

共
に

B
が
持
参
し
た
も
の
で
あ
り
、

B
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
農
場
で
生
活
し
て
お
り
、
か
っ
、

X
と
は
反
対
に

B
は
生
活
の
保
障
を
必
要



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

と
し
て
い
る
上
に
、

X
は
B
と
誇
い
を
起
こ
し
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
土
地
取
引
法
二
二
条
、
二
ハ
条
一
項
二
文
の
適
用
は
、
憲
法

違
反
で
は
な
い
。
申
立
人

B
へ
の
割
当
に
よ
り
、
収
益
可
能
な
農
業
経
営
を
優
遇
さ
れ
た
人
間
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
法
律
の
目
的
が
達
成

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
で
は
、
土
地
取
引
法
一
七
条
の
補
償
で
、
譲
歩
相
続
人
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

皿
.
Xは
憲
法
異
議
申
立
に
よ
っ
て
、
基
本
法
三
条
、
一
四
条
、
一
九
条
二
項
、
二

O
条
二
項
、
及
び
、
一

O
一
二
条
へ
の
抵
触
を
主
張
し

た
。
そ
の
主
張
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
相
続
人
の
生
存
配
偶
者
又
は
直
系
卑
属
で
は
な
い
者
へ
の
農
業
営
業
の
割
当
は
、
譲

歩
相
続
人
に
対
す
る
補
償
が
、
取
引
価
格
を
基
準
に
計
算
さ
れ
る
と
き
だ
け
は
、
憲
法
違
反
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
相
続
人
へ
の
割
当
の

場
合
に
、
土
地
取
引
法
二
ハ
条
一
項
二
文
が
収
益
価
値
に
依
拠
し
て
補
償
を
定
め
る
の
は
、
譲
歩
相
続
人
に
期
待
不
可
能
な
犠
牲
を
強
い
る

こ
と
に
な
る
。
譲
歩
相
続
人
に
犠
牲
を
求
め
う
る
の
は
、
立
法
者
が
営
業
可
能
な
農
家
の
維
持
と
い
う
公
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
農

業
経
営
の
存
続
が
脅
か
さ
れ
、
か
っ
、
被
相
続
人
の
生
存
配
偶
者
と
直
系
卑
属
の
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で

は
、
以
上
の
何
れ
の
要
件
も
備
わ
っ
て
い
な
い
。
本
件
で
は
、
農
業
経
営
に
は
十
分
な
土
地
が
存
在
せ
ず
、
か
っ
、
営
業
は
多
額
の
債
務
を

抱
え
て
い
る
。
被
相
続
人
A
の
母
親

B
は
、
農
業
営
業
が
可
能
な
健
康
状
態
で
は
な
い
。
実
際
に
、
多
額
の
借
金
ゆ
え
に
、

B
は
一
九
八
六

年
に
農
場
を
被
相
続
人
A
に
譲
渡
し
て
い
る
。
遅
か
れ
早
か
れ
、
ま
ず
は
多
額
の
債
務
ゆ
え
に
、
農
場
は
売
却
さ
れ
る
だ
ろ
う
な
ど
で
あ
る
。

w
.
l
.
連
邦
政
府
の
名
前
で
食
料
・
農
林
連
邦
大
臣
は
、
憲
法
異
議
申
立
は
根
拠
が
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
農
業
経
営
の
共
同

相
続
人
の
一
人
へ
の
割
当
は
、
法
定
相
続
の
内
容
と
限
界
の
中
で
可
能
な
措
置
で
あ
る
。
経
営
可
能
な
農
業
経
営
を
保
持
す
る
と
い
う
目
的

は
、
譲
歩
相
続
人
へ
の
補
償
を
収
益
価
値
で
計
算
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
。
農
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
農
場
の
所
有
者
に
と
っ
て
、
農

北法55(5・41)1895 

場
は
収
益
価
値
以
上
の
実
際
的
価
値
を
持
た
な
い
。
土
地
が
他
の
目
的
に
利
用
さ
れ
た
場
合
は
、
譲
歩
相
続
人
に
は
土
地
取
引
法
一
七
条
に

よ
り
交
換
価
値
を
基
礎
と
し
た
追
加
補
償
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

譲
歩
相
続
人
と
比
べ
て
農
場
経
営
を
優
遇
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
か
ら
、
憲
法
上
の
平
等
原
則
に
も
違
反
し
な
い
。



雪ム
ロ岡

c.
憲
法
異
議
申
立
は
根
拠
が
な
い

(
以
下
で
は
、
相
続
権
の
保
障
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
る
)
。

北法55(5・42)1896
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[
決
定
理
由
]

I 

l 

-

・

円

〆

』

.

3
.
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
の
相
続
の
保
障
は
、
相
続
権
を
法
制
度

(
m
m
n
u
E虫
色
宮
門
)
及
び
個
人
の
権
利

(
H
E
E
E包
8
n
v円
)
と
し

て
保
護
し
て
い
る
。
相
続
の
保
障
に
と
っ
て
基
本
的
な
の
は
、
相
続
の
私
性
の
承
認
で
あ
る
。
相
続
権
の
機
能
は
、
自
己
責
任
に
よ
る
生
活

形
成
の
基
礎
で
あ
る
私
的
所
有
権
を
、
所
有
者
の
死
と
共
に
消
滅
さ
せ
ず
、
権
利
承
継
に
よ
っ
て
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、

相
続
の
保
障
は
、
所
有
権
の
保
障
を
補
完
し
、
か
っ
、
所
有
権
の
保
障
と
共
に
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
私
的
財
産
秩
序
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
。
相
続
権
の
保
護
の
決
定
的
な
要
素
は
、
遺
言
の
自
由
で
あ
る
。
所
有
者
の
死
後
の
処
分
権
で
あ
る
遺
言
自
由
は
、
所
有
権
の
保
護
と
緊

密
な
関
係
に
あ
り
、
所
有
権
の
保
障
と
同
様
に
、
個
人
の
自
由
の
保
障
の
要
素
と
し
て
特
別
な
保
護
を
受
け
て
い
る
。
但
し
、
相
続
権
の
保

護
は
遺
言
相
続
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
は
、
全
て
の
人
聞
は
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
常
に
遺
言
能
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
私
相
続
の
保
障
と
、
無
遺
言
の
場
合
に
私
相
続
を
剥
奪
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は

被
相
続
人
が
死
因
処
分
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
の
法
定
相
続
の
規
定
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
続
権
の
保
障
は
、
第
一
に
は
被
相

続
人
の
自
由
の
領
域
の
確
保
だ
か
ら
、
法
定
相
続
の
ル

l
ル
も
被
相
続
人
の
利
益
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
必
ず
法
定
相
続
の
ル

l
ル
を
、
具
体
的
な
ケ
l
ス
で
の
被
相
続
人
の
現
実
又
は
推
定
的
意
思
に
係
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
意
思
の
探
求
に
は
不
確
定
な
要
因
が
つ
き
ま
と
う
。
被
相
続
人
に
は
死
因
処
分
の
自
由
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
被
相
続
人

は
自
身
の
個
人
的
な
希
望
と
イ
メ
ー
ジ
を
実
現
さ
せ
れ
ば
足
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
て
、
法
的
安
定
性
と
実
用
性
の
た
め
に
、
客
観

的
に
確
認
で
き
、
か
っ
、
分
別
の
あ
る
被
相
続
人
の
視
点
を
客
観
的
に
観
察
す
れ
ば
決
定
的
意
味
を
持
っ
た
だ
ろ
う
、
被
相
続
人
の
関
係
と



義
務
を
立
法
者
は
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
原
則
か
ら
は
、
血
族
相
続
と
配
偶
者
相
続
は
、
ド
イ
ツ
の
法
伝
統
に
も
合
致
し
、

妥
当
な
法
定
相
続
の
ル

l
ル
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
法
定
相
続
を
ど
の
様
に
規
律
す
る
か
に
際
し
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
、
ど
の
程
度
立

法
者
が
家
族
・
血
族
相
続
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
は
、
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
現
在
以
上
の
)
家
族
・
血
族
相
続
が
基
本
法

六
条
二
項
で
要
請
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
同
様
、
本
件
で
は
答
え
る
必
要
は
な
い
。
件
付
に
、
被
相
続
人
が
法
定
相
続
と
は
異
な
っ
た

(
経
済
的
)
分
配
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
て
い
る
か
否

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

死
因
処
分
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
最
も
近
い
血
族
に
は
適
切
か
つ
最
低
限
の
遺
産
へ
の

か
に
関
し
て
も
、
検
討
す
る
必
要
は
な
い
。
憲
法
異
議
申
立
人
X
は
、
以
上
の
意
味
で
の
被
相
続
人
の
最
も
近
い
血
族
で
は
な
い
。
現
行
法

で
は
、
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
の
調
整
は
、
民
法
二
一
二
O
二
一
条
以
下
の
遺
留
分
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
規
定
は
、
憲
法
の
所

与
の
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
以
上
の
規
定
以
上
に
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
遺
産
の
分
配
を
保
障
す
る
義
務
は
存
在
し
な
い

(
∞
〈
骨
三

cqア

己
申
{
岩
N

]

(

前
掲
①
判
決
の
判
示
)
を
参
照
)
。
そ
の
こ
と
は
、
遺
留
分
権
の
あ
る
血
族
の
人
的
範
囲
、
お
よ
び
、
遺
産
あ
る
い
は
遺
産
額

へ
の
分
配
の
方
法
と
範
囲
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

4 

5 

-
n
u
 

以
上
の
二
つ
の
決
定
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
が
基
本
法
の
保
護
を
受
け
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
の
判
断
を
、
意
識
的
に

回
避
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
基
本
法
一
四
条
一
項
に
い
う
相
続
の
保
護
が
、
遺
言
自
由
に
及
ぶ
こ
と
は
確
認
し
て
い
る
が
、
他
面
で
、
被

相
続
人
の
近
親
が
遺
産
の
分
配
に
与
る
権
利
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
①
決
定
で
は
、
遺
留
分
は
基
本
法
の
保
護

下
に
あ
る
と
い
う
学
説
の
由
来
す
る
ベ

l
マ
l
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
、
範
囲
は
と
も
か
く
、
将
来
に
憲
法
判
断
が
必
要
な
事
案
で

(3) 

は
、
遺
留
分
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
下
す
か
の
よ
う
に
も
見
え
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
以
下
で
見
る
、
相
続
税
法
に
関
す

る
決
定
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
血
族
相
続
の
原
則
に
関
し
て
は
、
基
本
法
の
保
護
下
に
あ
る
と
い
う
説
一
不
を
行
っ
た
。

北法55(5・43)1897



説

(4) 

③
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
六
月
一
一
一
一
日
決
定
(
回
〈
O
R
O開
3
・5
u
R
)

[
事
実
]

論

A 

憲
法
異
議
申
立
は
、
相
続
税
法
の
課
税
が
、

一
方
で
、
資
本
財
を
現
在
の
取
引
価
格
で
、
他
方
で
、
不
動
産
を
一
九
六
四
年

北法55(5・44)1898

の
課
税
標
準
価
格
の
一
四
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
の
、
基
本
法
三
条
一
項
へ
の
適
合
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。

I
.
1
.
相
続
・
贈
与
税
法
(
開
号
出
向
吉
宮
S
C
R
a
g
a
p
E
g
r
g
m出向
m
g
G
2
2
N
)
は
、
死
因
処
分
・
生
前
贈
与
・
目
的
を
定
め
た
出
摘
、

お
よ
び
、
家
族
財
団
に
対
し
て
課
税
し
て
い
る
。
相
続
税
法
は
、
相
続
財
産
で
は
な
く
、
相
続
人
各
自
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
利
得
に
課

税
し
て
い
る
。
相
続
税
は
累
進
課
税
で
、
か
っ
、
親
等
を
(
そ
の
親
疎
に
よ
っ
て
)
四
段
階
に
分
け
て
課
税
段
階
を
分
類
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
各
相
続
人
の
税
控
除
と
共
に
、
遺
族
で
あ
る
家
族
構
成
員
の
保
護
と
生
活
を
税
法
上
優
遇
す
る
た
め
に
、
利
得
税

の
原
則
を
制
限
し
て
い
る
。

の
規
定
に
準
拠
し
て
評
価
さ
れ
る
。
同
法
に
よ
る
と
、
固
定
金
利
付
の
有

価
証
券
、
株
式
は
、
評
価
法
一
一
条
で
、
公
式
相
場
で
の
基
準
時
の
最
低
の
価
格
で
評
価
さ
れ
る
。
他
方
で
、
内
国
の
不
動
産
は
、
評
価
法

一
二
条
二
項
で
、
課
税
標
準
価
格
、
つ
ま
り
、
基
本
的
に
収
益
価
値
で
評
価
さ
れ
る
。
課
税
標
準
価
格
は
、
一
九
六
四
年
一
月
一
日
に
確
定

2
.
相
続
財
産
の
価
格
は
、
評
価
法
(
∞

2
2
5
m∞常国
OR)

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、

一
九
七
四
年
の
財
産
税
改
正
法
に
よ
る
評
価
法
二
二
条

a
で、

一
九
六
四
年
の
課
税
標
準
価
格
の
一
四
O
パ
l

セ
ン
ト
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
農
林
業
財
産
に
関
し
て
は
、
収
益
価
値
で
、
か
っ
、
ラ
イ
ヒ
相
続
税
法
の
基
準
で
評
価
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
課
税
標
準
価
格
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
さ
ら
に
、
不
動
産
の
種
類
で
、
極
め
て
大
き
な
遺
産
の

評
価
の
差
が
生
じ
て
い
る
。

E
.
I
.
憲
法
異
議
申
立
人

(
X
)
は
、
銀
行
寄
託
さ
れ
た
固
定
金
利
付
有
価
証
券
と
株
式
を
、
一
九
八
七
年
に
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
。

遺
贈
の
負
担
を
受
け
た
相
続
人
は
、
初
め
は
遺
贈
を
拒
絶
し
、
数
ヶ
月
し
て
そ
の
一
部
を
、
殆
ど
一
年
が
経
過
し
て
か
ら
全
部
を
引
き
渡
し



た。
2 

一
九
八
八
年
九
月
一
九
日
の
回
答
で
、
故
X
の
相
続
税
額
は
四
四
0
.
六
二
四

D
M
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
税
務
署
は
、
被
相
続

五
三

O
D
M
と
評
価
し
た
が
、
寄
託
の
引
渡
を
受
け
た
時
の
価
格
は
、

人
の
死
亡
時
を
基
準
に
銀
行
寄
託
を
九
三
八
.

四
九
九
.

二
O
O
D

M
に
止
ま
っ
た
。

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

3
.
以
上
の
回
答
へ
の
異
議
の
訴
を
、
財
政
裁
判
所
は
棄
却
し
た
。
評
価
の
基
準
時
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
で
あ
る
。
不
動
産
と
そ
の

他
の
財
産
の
評
価
方
法
の
違
い
は
、
不
動
産
の
一
括
評
価
の
た
め
の
単
純
化
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
う
る
と
さ
れ
た
。

4
.
連
邦
財
政
裁
判
所
へ
の
上
訴
は
、
根
拠
が
な
い
と
し
て
棄
却
さ
れ
た
。

E
.
憲
法
異
議
申
立
に
よ
り
、

X
は
基
本
法
三
条
一
項
、
一
四
条
一
項
に
よ
る
基
本
権
の
侵
害
を
主
張
し
た
。
相
続
税
法
は
、
専
ら
被
相

続
人
の
死
亡
時
を
課
税
の
基
準
時
と
し
て
お
り
、
憲
法
違
反
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
相
続
税
法
は
憲
法
違
反
の
評
価
法
の
規
定
に
依
拠
し
て
い

つ
ま
り
、
評
価
法
が
不
動
産
と
有
価
証
券
の
評
価
を
著
し
く
違
え
て
い
る
の
は
、
基
本
法
一
一
一
条
一
項
に

る
か
ら
、
基
本
法
に
反
し
て
い
る
。

違
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

W [
決
定
理
由
]

B
.
憲
法
異
議
申
立
は
、
認
容
さ
れ
た
o

c.
相
続
税
法
一
一
一
条
一
項
、
お
よ
び
、
二
条
が
、
評
価
法
一
部
、
二
部
を
指
示
し
て
、
不
動
産
の
相
続
税
を
一
九
六
四
年
一
月
一
日
の

課
税
標
準
価
格
を
基
礎
と
し
、
資
本
財
を
現
在
の
取
引
価
格
で
計
算
し
て
い
る
限
り
で
、
同
法
は
、
基
本
法
三
条
一
項
に
反
し
て
い
る

下
で
は
、
相
続
権
の
保
障
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
紹
介
す
る
)
0

I
.
相
続
権
の
憲
法
上
の
保
障
(
〉
コ

-E
〉
宮
一

E
E
。
。
)
は
、
相
続
に
よ
る
財
産
の
増
大
と
、
そ
れ
に
よ
る
租
税
負
担
能
力
に
対
し 以
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説

て
相
続
税
を
課
す
こ
と
を
、
立
法
者
に
認
め
て
い
る
。
但
し
、
立
法
者
は
課
税
対
象
で
あ
る
財
産
に
関
す
る
特
別
な
評
価
を
決
定
し
た
後
は
、

一
回
は
下
し
た
課
税
の
決
定
を
一
貫
さ
せ
、
憲
法
上
法
制
さ
れ
う
る
区
別
を
除
い
て
、
租
税
負
担
者
に
公
平
に
課
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

死
因
処
分
に
よ
る
課
税
の
裁
量
範
囲
は
、
課
税
が
取
得
者
に
不
相
当
な
負
担
を
負
わ
せ
、
財
産
取
得
の
意
味
が
な
く
な
る
場
合
に
は
、
そ
の

限
度
を
超
え
て
い
る
。
以
下
の

1
.
。
租
税
負
担
は
、
経
済
的
に
考
え
る
所
有
者
の
観
点
か
ら
、
相
続
が
経
済
的
に
無
意
味
と
考
え
ら
れ
る

(司

8
5・
5
一宮

E
E
b
E
m
-
C
E
E関
町
田
町

F
関

C
E
S
S
E岨
史
自
乱
冨
包
石
川
X頃
m
h
F
M

ヨ
N
Z

〉
『
こ
与
を
参
照
)
。
以

論

ょ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

下
の

2
.

。

1 2
.
相
続
税
の
負
担
は
、
納
税
者
の
相
続
の
価
値
を
減
じ
る
。
相
続
税
の
あ
り
方
と
程
度
は
、
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
を
内
容
と
す
る
相

続
権
の
保
障
の
本
質
的
な
内
容
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
相
続
税
は
、
法
制
度
で
あ
り
、
か
っ
、
個
人
の
権
利
で
あ
る
相
続
権

の
意
味
と
機
能
を
無
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

目

)
B
)
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
の
相
続
権
の
保
障
は
、
私
相
続
と
い
う
法
制
度
を
保
障
し
て
い
る
。
相
続
法
の
機
能
は
、
自
己
責
任

に
基
づ
く
生
活
の
形
成
の
基
礎
と
し
て
の
私
的
所
有
権
を
所
有
者
の
死
と
共
に
無
に
帰
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
権
利
承
継
に
よ
っ
て
そ
の
存

続
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
相
続
権
の
保
障
は
、
所
有
権
の
保
障
を
補
完
し
て
お
り
、
所
有
権
の
保
障
と
併
せ
て
、
基
本

法
に
と
っ
て
所
与
の
条
件
で
あ
る
私
的
財
産
秩
序
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。

σσ)
遺
言
自
由
に
よ
り
守
ら
れ
て
い
る
被
相
続
人
の
相
続
さ
せ
る
権
利
の
裏
面
は
、
相
続
に
よ
り
財
産
取
得
す
る
相
続
人
の
権
利
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
相
続
人
に
も
基
本
権
の
保
障
が
与
え
ら
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
続
開
始
後
は
、
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
基
本
法
の
保
護
は
被
相
続
人
の
死
亡
と
共
に
消
滅
し
、
殆
ど
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、

遺
言
自
由
の
憲
法
上
の
保
障
と
共
に
、
婚
姻
と
家
族
の
保
護
(
〉
3
・

Evg--
。
。
)
も
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
相
続
税
法
は
、

北法55(5・46)1900



さ
ら
に
家
族
原
則
(
司
自
在

g-MEN-司
)
を
も
租
税
負
担
の
限
界
と
し
て
い
る
。

口
町
)
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
は
、
相
続
権
の
内
容
と
限
界
を
決
定
す
る
こ
と
を
、
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
。
以
上
の
権
限
ゆ
え
に
、
私

相
続
の
保
障
の
範
囲
内
で
は
、
立
法
者
に
は
大
幅
な
裁
量
権
が
あ
る
。
所
有
権
と
相
続
権
の
保
障
と
は
関
連
が
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
相

続
権
の
保
障
は
現
在
の
所
有
状
態
を
死
亡
後
も
全
く
変
わ
ら
ず
第
三
者
に
譲
渡
す
る
(
無
制
限
の
)
権
利
を
保
障
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

立
法
者
が
相
続
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
相
続
は
財
産
の
譲
渡
だ
か
ら
、
所
有
権
の
制
限
と
同
様
に
可
能
で
あ
る

(
3立
戸
担
-PO--
河口

-N2

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

N
C
〉
ロ

-E
を
参
照
)
。

σ)
以
上
の
基
準
か
ら
の
帰
結
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
O

B)
課
税
段
階
一
の
家
族
構
成
員
へ
の
相
続
税
の
課
税

6
5
〉
宮
-
開
号

go)
で
は
、
そ
の
大
小
に
応
じ
て
、
納
税
義
務
者
が
、
最
低

限
遺
産
の
多
く
の
部
分
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
、
又
は
、
財
産
額
が
小
さ
い
場
合
は
無
税
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
行
の
相
続
税
法
の
現
在

の
税
率
で
は
、
不
動
産
が
低
額
の
課
税
標
準
価
格
で
評
価
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
典
型
的
に
は
、
相
続
税
法
一
六
条
の
配
偶
者
、
子
へ
の
税

控
除
に
よ
っ
て
、
以
上
の
考
慮
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
不
動
産
の
現
実
に
近
い
現
在
価
で
相
続
税
を
課
そ
う
と
立
法
者
が
考
え
る
な
ら
、
課

税
段
階
一
の
家
族
構
成
員
の
財
産
を
目
減
り
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
遺
産
価
格
の
一
定
額
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な

遺
産
価
格
の
評
価
に
は
、
本
日
の
第
二
部
の
個
人
利
用
の
財
産
の
概
括
的
評
価
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
以
上
の
財
産
で
は
、
相
続
税
の
課
税

に
は
、
配
偶
者
に
対
し
て
は
夫
婦
の
婚
姻
共
同
体
の
結
果
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
に
対
し
て
は
、
相
続
法
に
よ
る
家
族
財
産
へ
の
関
与
が

失
わ
れ
な
い
と
い
う
限
界
が
課
さ
れ
て
い
る
。
現
行
法
で
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
則
し
た
税
負
担
の
段
階
付
け
を
、
被
相
続
人
か
ら
親
等
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の
離
れ
た
相
続
人
の
税
率
よ
り
も
、
親
等
の
近
い
相
続
人
の
税
率
を
ハ
ッ
キ
リ
と
減
ず
る
こ
と
で
、
立
法
者
は
以
上
の
考
慮
を
実
現
し
て
い

る
σσ)
加
え
て
、
租
税
負
担
を
具
体
化
す
る
際
に
、
立
法
者
は
、

一
定
の
営
業
、

つ
ま
り
、
中
小
企
業
の
存
続
が
、
相
続
税
の
よ
う
な
追
加



説

的
な
財
政
負
担
に
よ
っ
て
危
殆
化
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
一
定
の
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
、
経
済
的
に
関
連
す
る
機
能
の

統
一
体
で
あ
る
中
小
企
業
は
、
特
別
な
方
法
で
、
公
共
の
利
益
に
拘
束
さ
れ
、
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
中
小
の
企
業
は
、
生
産
性
と
職
場
の

保
障
と
し
て
、
特
に
、
労
働
者
、
経
営
組
織
法
、
経
済
行
政
法
に
対
す
る
義
務
に
よ
り
、
さ
ら
に
、
長
期
的
な
投
資
に
よ
っ
て
、
強
度
の
法

的
な
結
合
に
服
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
相
続
人
の
相
続
税
に
よ
る
租
税
負
担
能
力
は
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
増
加
と
、
全
く
同
じ

で
は
な
い
。
営
業
と
営
業
に
属
す
る
個
々
の
経
済
財
は
、
営
業
と
関
係
の
な
い
財
産
よ
り
も
、
そ
の
処
分
可
能
性
は
限
ら
れ
て
い
る
。

平
等
原
則
(
〉
戸
い
〉
宮
一
)
が
要
請
す
る
の
は
、
営
業
を
継
続
し
、
そ
れ
を
売
却
、
放
棄
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
、
相
続
人
の
税
負
担
能

力
を
配
慮
し
、
営
業
の
財
産
と
収
益
性
が
相
続
に
よ
り
却
っ
て
増
大
す
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
相
続
人
の
社
会
拘
束
性
が
維
持
さ
れ
る
よ
う

雪ム
ロj珊

つ
ま
り
、
企
業
の
饗
杭
が
危
殆
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
相
続
税
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
っ
、
被
相
続

人
と
相
続
人
の
親
族
関
係
の
親
疎
と
は
無
関
係
に
、
租
税
負
担
能
力
の
減
少
は
、
相
続
税
法
で
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
歴
史
上
も
そ
う

で
あ
っ
た
が
、
現
行
の
相
続
税
法
は
、
例
え
ば
、
農
林
業
で
は
、
経
済
的
統
一
体
を
破
壊
し
な
い
た
め
に
、
評
価
法
三
六
条
に
よ
り
課
税
標

準
価
格
を
基
礎
と
す
る
。
こ
と
で
、
営
業
に
応
じ
た
課
税
と
い
う
要
請
に
応
え
て
い
る
。

E
.

・
・
・
但
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
平
等
原
則
へ
の
違
反
は
一
義
的
な
結
論
に
至
る
の
で
は
な
く
、
違
憲
状
態
の
除
去
に
関
し
て

立
法
者
に
は
多
く
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
将
来
の
改
善
を
要
請
す
る
に
止
め
、
財
政
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
な
か
っ
た
。

配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
決
定
は
、
遺
留
分
の
基
礎
と
な
る
血
族
相
続
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
、
及
び
、
六
条
一
項
の
保
護
の
下
に
あ
る
と
判
示
し
て
い

る
。
そ
う
す
る
と
、
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
と
を
、
後
者
の
側
か
ら
調
整
す
る
遺
留
分
は
、
当
然
に
基
本
法
の
保
護
下
に
あ
る
と
考
え
る
余

地
が
あ
る
。
但
し
、
以
上
の
決
定
は
、
相
続
権
の
国
家
に
対
す
る
保
障
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
と
が
衝
突
し
た
ケ
ー

ス
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
決
定
の
理
解
の
仕
方
は
、
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
血
族
相
続
の
保
障
と
い
う
要
請
が
税
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(5) 

法
の
分
野
だ
け
に
限
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
反
面
で
、
課
税
に
よ
っ
て
、
相
続
の
意
味
を
失
わ
せ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い

(
6
)
 

と
い
う
に
止
ま
る
と
い
う
見
解
も
存
在
す
る
。

④
連
邦
憲
法
裁
判
所
二

0
0
0
年
八
月
二
一

O
日
決
定
(
否
者
N
C
S
・
-
晶
玉
・
)

[
事
実
]

憲
法
異
議
申
立
人

(
X
)
は、

一
九
九
三
年
に
死
亡
し
た
被
相
続
人

A
と
婚
姻
し
、
か
っ
、

A
-
X
に
は
三
人
の
子
が
い
た
。

九
)¥ 

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

年
六
月
一
四
日
に
、

X
と
被
相
続
人
A
は
公
正
証
書
で
共
同
遺
言
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
「
本
遺
言
で
、
双
方
を

単
独
相
続
人
に
指
定
す
る
。
生
存
配
偶
者
の
権
限
に
制
限
は
付
さ
れ
な
い
。
生
存
配
偶
者
は
、
双
方
の
財
産
を
自
由
に
生
前
処
分
で
き
る
。

さ
ら
に
、
死
因
処
分
を
行
う
こ
と
も
自
由
で
あ
る
・
・
・
。

X
と
被
相
続
人
A
は
、
公
証
人
か
ら
遺
留
分
に
関
す
る
指
示
を
受
け
、
以
下
の

通
り
に
定
め
る
。
わ
れ
わ
れ
の
子
が
、
配
偶
者
の
一
方
の
死
亡
時
に
、
生
存
配
偶
者
に
対
し
て
遺
留
分
を
主
張
し
た
場
合
は
、
生
存
配
偶
者

の
死
亡
時
に
も
遺
留
分
だ
け
が
帰
属
す
る
。
以
上
の
措
置
に
よ
り
自
由
と
な
っ
た
財
産
は
、
他
の
子
に
帰
属
す
る
」

被
相
続
人
A
が
死
亡
し
た
時
、
最
年
少
の
子
(
孔
)
は
遺
留
分
を
主
張
し
、
ま
ず
、
遺
産
に
関
す
る
報
告
請
求
権

(
O
M凶

E
図
。
∞
)
を
行

使
し
た
。

X
は
、
遺
留
分
に
関
す
る
民
法
の
規
定
は
憲
法
違
反
だ
か
ら
、
孔
に
は
報
告
請
求
権
も
、
金
銭
の
請
求
権
も
な
い
と
主
張
し
た
O

L
は
、
既
に
六

0
年
代
に
両
親
と
の
接
触
を
断
ち
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
入
れ
込
ん
で
い
た
。
地
裁
、
高
裁
共
に
、

v
h
の
請
求
を
容
認
し
、
遺

留
分
の
規
定
は
合
憲
と
判
示
し
た
。

X
は
冶
憲
法
異
議
申
立
で
、
基
本
法
一
四
条
一
項
と
三
条
一
項
違
反
を
主
張
し
た
。

[
決
定
理
由
]

E
.
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
三
一
条

a
二
項
の
要
件
は
備
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
、
憲
法
異
議
申
立
の
決
定
の
必
要
は
な
い
。

1
.
本
件
の
憲
法
異
議
申
立
に
対
す
る
、
違
憲
審
査
の
必
要
は
な
い

(
明
。
ぜ
ロ

E
・
白
回
話
誌
の

ο)0
違
憲
審
査
が
行
わ
れ
る
の
は
、
基
本

北法:55(5・49)1903



説

法
か
ら
即
座
に
は
答
え
が
得
ら
れ
ず
、
か
っ
、
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
、
状
況
の
変
化
で
新
た
に
そ
の

必
要
が
出
て
き
た
憲
法
上
の
問
題
を
、
憲
法
異
議
申
立
が
提
起
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
憲
法
異
議
申
立
は
、
以
上
の
要
件

論

を
具
備
し
て
い
な
い
。

白
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
貫
し
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
法
制
度
及
び
個
人
の
権
利
と
し
て
の
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
る
相
続
権
の
保
護
の
決
定
的
な
要
素
は
、
遺
言
自
由
で
あ
る
。
遺
言
の
自
由
は
、
所
有
権
の
保
障
、
及
び
、
基
本
法
二
条
一
項
に
基
づ
く

私
的
自
治
と
共
に
、
個
人
の
法
生
活
の
自
己
決
定
を
保
障
し
て
い
る
。
相
続
の
保
障
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
が
先
頃
判
示
し
た
よ

う
に
(
回
〈
開
門
百
開

3
・
E
2コ
ヨ
(
前
示
③
決
定
を
参
照
)
)
、
血
族
相
続
の
原
則
も
含
ま
れ
る
。
基
本
法
の
相
続
の
保
障
は
、
基
本
法
一
四

条
一
項
二
文
の
枠
内
で
、
所
有
権
と
同
様
に
、
立
法
者
に
相
続
権
の
内
容
と
限
界
を
決
定
す
る
こ
と
を
委
ね
て
い
る
。
立
法
者
の
第
一
義
的

な
責
務
は
、
平
等
な
権
利
主
体
聞
の
利
害
対
立
を
適
正
に
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
相
続
権
の
保
障
は
、
相
続
権
を
民
法
に

委
ね
て
い
る
。
つ
ま
り
、
初
め
か
ら
、
立
法
者
に
は
広
い
裁
量
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
相
続
の
保
障
は
、
現
在
の
所
有
状
態
を
、
死
亡
後

も
全
く
目
減
り
せ
ず
に
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
憲
法
の
立
法
者
の
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
法
状
態

が
、
基
本
法
一
四
条
一
項
ニ
文
に
よ
る
相
続
権
の
内
容
と
限
界
を
定
め
て
い
る
。
以
上
の
背
景
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

遺
留
分
に
よ
る
遺
言
自
由
の
制
限
そ
れ
自
体
を
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
近
親
に
は
民
法
二
三
O
三
条
以
下
の
規

定
以
上
に
、
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
持
分
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
の
関
連
で
、
現
行
の
遺
留
分
で
規
律
さ
れ
て
い
る
遺
一
吉
中
日
由
と

血
族
相
続
の
調
整
は
、
憲
法
上
の
与
件
で
あ
る
と
確
認
し
て
き
た
(
回
〈
白
色

og--岨
凶
怠

3
3円
て
さ
ら
に
、
回
〈
伺
見
。
開
。
一
Y
凶邑[以ム
M
]

も
参
照

(
前
示
③
、
お
よ
び
、
②
決
定
)
)
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
相
続
権
の
保
障
の
一
部
で
あ
る
遺
言
自
由
は
、
生
前
に
自
分
の
財
産

を
法
定
相
続
と
は
違
っ
た
や
り
方
で
譲
渡
し
、
死
後
に
一
人
又
は
複
数
の
承
継
人
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
、
特
に
、
遺
留
分
の
枠
内
で
法
定
相

続
人
を
相
続
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
(
回
〈
由
民
。
思
∞
・
出
吋
{
凶
喜
一
一
回
g
R
O
g
p
uム】
[uucm]
を
参
照
)
。
以
上
か
ら
も
、
連
邦
憲

北法55(5・50)1904



法
裁
判
所
が
、
遺
留
分
に
よ
っ
て
遺
言
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

σ)
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
遺
言
自
由
の
原
則
と
血
族
相
続
の
原
則
と
が
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
被
相
続
人
の
意
思

に
反
し
て
も
近
親
に
最
低
限
の
遺
産
へ
の
関
与
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
最
終
的
に
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
遺
留
分
の
法
規
定
の
個
別
的
な
問
題
、
特
に
、
民
法
二
三
三
三
条
以
下
の
遺
留
分
の
剥
奪
事
由
に
関
す
る
憲
法
上
の
審
査
を
行
っ
て

み
J

阜、
h
i匹
、

a
o

p
u
-
-
V
J
J
L
V
 

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

口
)
し
か
し
、
以
上
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
な
い
問
題
は
、
本
件
で
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
、

X
は
優

遇
さ
れ
た
相
続
人
と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
続
時
か
ら
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
の
相
続
権
の
保
障
を
根
拠
に
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
被
相
続
人
A
の
遺
言
自
由
は
現
行
遺
留
分
の
規
定
に
よ
り
憲
法
に
反
す
る
方
法
で
制
限
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し

て
X
に
は
可
能
で
あ
る
。
・
・
・
し
か
し
、
本
件
で
は
、
被
相
続
人
は

L
を
他
の
子
と
異
な
っ
て
優
遇
し
た
り
、
そ
の
遺
留
分
を
制
限
し
よ

う
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
の
自
由
と
遺
留
分
の
与
え
る
遺
産
へ
の
最
低
限
の
関
与
と
が
抵
触
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
憲
法
適
合
性
の
審
査
が
遺
言
自
由
と
子
の
遺
留
分
の
関
係
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
の
は
、
被
相
続
人
が
終
意
処
分
で
子
を
相
続
か

ら
完
全
に
排
除
し
た
場
合
で
あ
ろ
う
。

(
7
)
 

本
決
定
で
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
と
基
本
法
の
関
係
に
関
し
て
は
、
評
価
を
下
し
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
も

(8) 

憲
法
裁
判
所
は
、
遺
留
分
が
基
本
法
の
保
護
下
に
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
判
断
を
下
し
て
い
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(2)
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例

①
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
六
年
九
月
一
七
日
判
決
(
図
。
Z
N謡咽

β

。R)

北法55(5・51)1905 



親
の
唯
一
の
子
で
あ
る
。

Y
は
そ
の
父
親
の
設
立
し
た
企
業
を
引
き
継
い
だ
。
父
親
は
、
被
相
続
人
へ
の
月
額
四
.

0
0
0
D
M
の
年
金
の

北法55(5・52)1906

説

[
事
実
]

員命

被
告
で
あ
る
工
場
経
営
者

(
Y
)
は
、
一
九
八
二
年
一
月
二
日
に
死
亡
し
た
母
親
(
被
相
続
人
)
の
遺
言
に
よ
る
単
独
相
続
人
で
あ
る
。

原
告

(X)
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
し
た
息
子
H
の
唯
一
の
子
で
あ
り
、
遺
留
分
を
請
求
し
て
い
る
。

Y
は、

一
九
六
九
年
に
死
亡
し
た
父

遺
贈
を
遺
言
で
義
務
づ
け
た
。
三
ヶ
月
問
、
年
金
が
支
払
わ
れ
ず
、
か
っ
、
請
求
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
の
年
金
は
消
滅
す
る

と
い
う
の
が
、
父
親
の
遺
言
で
あ
っ
た
。
被
相
続
人
は
年
金
を
満
額
請
求
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

X
の
主
張
で
は
、
被
相
続
人
は
一
九
七

三
年
末
ま
で
毎
月
四
.

0
0
0
D
M
の
年
金
を

Y
か
ら
受
領
し
て
い
た
が
、

一
九
七
三
年
か
一
九
七
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
に
、
月
額

一
.
0
0
0
D
M
以
上
の
年
金
を
将
来
に
向
け
て
贈
与
と
し
て
免
除
し
た
。

X
は
、
免
除
を
二
三
三
.

O
二二一

D
M
と
-
評
価
し
、

Y
に
対
し

て
遺
留
分
又
は
遺
留
分
補
充
請
求
と
し
て
、
そ
の
四
分
の
一
を
請
求
し
た
。

Y
は、

X
の
主
張
す
る
一
九
七
三
年
又
は
一
九
七
四
年
の
ク
リ

ス
マ
ス
イ
ブ
の
贈
与
の
存
在
を
争
っ
た
。

Y
の
主
張
で
は
、
初
め
か
ら
Y
は
被
相
続
人
に
年
金
を
支
払
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
被
相
続
人
は
一
九
七
O
年
か
ら
月
額
一
.

0
0
0
D
M
で
満
足
し
て
お
り
、

一
九
七
O
年
九
月
一
九
日
の

Y
の
妻
の
誕
生
日
に
、

0
0
0
D
M
以
上
の
年
金
は
将
来
に
渡
っ
て
無
条
件
で
免
除
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
裁
は
、
遺
贈
さ
れ
た
年
金
の
一
部
免
除
に
よ
る
被

相
続
人
の

Y
に
対
す
る
贈
与
を
認
定
で
き
な
か
っ
た
。
但
し
、
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
年
金
は
、
遺
言
の
失
効
条
項
に
よ
り
消
滅
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
死
亡
前
三
ヶ
月
の
年
金
九
.
0
0
0
D
M
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、

X
の
遺
留
分
は
二
.

二
五

O
D
M
、
お
よ
び
、
遅
延
利
息
で
あ
る
と
し
た
。
控
訴
審
は
、
以
上
に
加
え
て
、
利
息
を
含
め
て

X
の
五
六
.
0
0
七
D
M
の
請
求
を

認
め
、

Y
の
遺
産
に
関
す
る
情
報
の
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
退
け
、

Y
の
付
帯
控
訴
を
棄
却
し
た
。

Y
は
上
告
し
て
、
控
訴
審
判
決
を
破
棄

し
て
、
差
し
戻
す
こ
と
を
求
め
た
。

[
判
決
理
由
]



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

I
.
控
訴
審
は
、
民
法
二
三
二
五
条
に
よ
る
請
求
は
理
由
が
あ
る
と
考
え
た
。
控
訴
審
の
出
発
点
は
、
被
相
続
人
は

Y
の
年
金
支
払
い
義

務
を
月
額
一

.
0
0
0
D
M
以
上
の
限
度
で
免
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
免
除
が
何
時
行
わ
れ
た
の
か
を
、
控
訴
審
は
認
定
し
て
い
な

い
。
そ
の
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
控
訴
審
の
見
解
で
あ
る
。
確
か
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
民
法
二
三
二
五
条
=
一
項
の
期
間

を
、
受
贈
者
が
給
付
目
的
物
の
取
得
に
必
要
な
全
て
を
、
贈
与
者
の
側
で
完
了
し
た
時
点
か
ら
進
行
す
る
と
し
て
い
る
(
一
九
七
O
年
五
月

二
五
日
の
判
決
、

Z
』
者
這
話
唱
広
凶
∞
)
。
し
か
し
、
以
上
の
見
解
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
法
二
三
二
五
条
三
項
に
い
う
給
付
の
要
件

を
充
足
す
る
に
は
、
被
相
続
人
の
財
産
か
ら
贈
与
が
「
経
済
的
に
分
離
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
継
続
的
な
年
金
請
求
権
の
免
除
と
い
う
贈

与
で
は
、
即
座
に
で
は
な
く
、
毎
回
の
弁
済
期
が
到
来
す
る
と
共
に
徐
々
に
経
済
的
な
効
果
が
発
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
二
三
二
五

条
三
項
の
期
間
内
に
履
行
期
が
到
来
す
る
年
金
の
免
除
は
、
免
除
が
既
に
行
わ
れ
て
い
て
も
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
に
算
入
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
、
以
上
の
見
解
に
全
く
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

E
.
I
.
控
訴
審
と
同
様
に
、
遺
贈
さ
れ
た
Y
に
対
す
る
年
金
請
求
権
を
被
相
続
人
が
免
除
契
約
に
よ
っ
て
贈
与
し
た
こ
と
を
出
発
点
に

す
る
と
、

X
の
よ
う
な
、
遺
留
分
権
利
者
の
直
系
卑
属
は
、
遺
留
分
請
求
権
(
抑
出
呂
田
。
回
)
と
共
に
、
贈
与
物
の
分
だ
け
減
少
し
た
被
相

続
人
の
財
産
に
関
し
て
、
民
法
二
三
二
五
条
に
よ
る
遺
留
分
補
充
請
求
権
も
持
つ
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
民
法
二
三
二
五
条
三
項
に
よ
れ
ば
、

贈
与
物
の
給
付
か
ら
相
続
ま
で
に
一

O
年
が
経
過
し
て
い
れ
ば
、
贈
与
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
権
利
者
が
遺
産
に
、
あ

る
い
は
、
民
法
二
三
二
九
条
に
よ
っ
て
贈
与
物
に
対
し
て
権
利
行
使
で
き
る
か
否
か
は
、
民
法
二
三
二
五
条
一
項
の
要
件
を
具
備
し
た
場
合

で
も
、
民
法
二
三
一
二
五
条
三
項
の
「
給
付
」
を
ど
う
考
え
る
か
に
係
っ
て
い
る
。
控
訴
審
が
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁

判
所
民
事
三
部
は
、
一
九
七
O
年
五
月
二
五
日
に
、
民
法
五
一
八
条
に
関
す
る
最
上
級
審
判
例
に
依
拠
し
て
、
民
法
二
三
二
五
条
コ
一
項
の
一

O
年
の
期
間
は
、
受
贈
者
が
給
付
目
的
物
の
取
得
に
必
要
な
全
て
を
贈
与
者
の
側
で
完
了
し
た
時
点
か
ら
進
行
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
以

上
の
判
決
は
、
学
説
か
ら
何
度
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
多
く
の
方
面
か
ら
、
「
給
付
の
効
果
」
の
発
生
か
、
少
な
く
と

北法55(5・53)1907



説

も
、
被
相
続
人
の
財
産
か
ら
の
贈
与
目
的
物
の
経
済
的
な
分
離
が
必
要
だ
と
説
か
れ
て
い
る

(明
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照
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。
相
続
法
の
管

轄
が
当
時
の
民
事
三
部
か
ら
移
さ
れ
た
、
従
前
の
連
邦
通
常
裁
判
所
民
事
四
部
は
、
上
記
の
民
事
三
部
の
判
決
を
、
一
九
七
四
年
一

O
月
一

六
日
の
判
決
で
ハ
ツ
キ
リ
と
退
け
た
。
(
公
刊
さ
れ
た
)
高
裁
の
判
例
で
も
、
民
事
三
部
の
見
解
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
(
原
審
の
他
に
も
、

。FO
P
E
E
Sや
z
t弓
苫
吋

u
u
-
m
o
F
O
国
民

g
u
w
z
t
ξ
z
s
e
N
E
M
)
0

2
.
当
裁
判
所
は
、

一
九
七
O
年
五
月
二
五
日
の
判
決
の
見
解
に
は
賛
成
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
不
当
な
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
以
上
の
関
係
で
の
「
給
付
」

一
般
的
な
言
語
用
法
か
ら
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
般
的
な

の
意
味
を
、

言
語
用
法
は
、
多
義
的
で
内
容
も
判
然
と
せ
ず
、
法
解
釈
に
十
分
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
法
律
用
語
と
し
て

も
、
現
在
の
法
発
展
の
水
準
、
債
務
法
(
例
え
ば
、
務
∞
-
M
・
2
∞
回
。
切
)
、
又
は
、
相
続
法
(
切
出
宮
切
。
回
)
な
ど
の
分
野
で
「
給
付
」
と

い
う
言
葉
に
付
与
さ
れ
て
い
る
意
味
で
は
、
以
上
の
問
題
に
答
え
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
で
も
、

民
法
五
一
八
条
二
項
の
給
付
概
念
は
民
法
二
三
O
一
条
の
給
付
と
完
全
に
同
義
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
、
即
座
に
見
て
取
れ
る
。
民
法
の
分

野
で
の
「
給
付
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
各
々
の
法
準
則
の
連
関
、
及
び
、
準
則
の
追
及
す
る
立
法
者
の
目
的
を
考
慮
し
て
始
め
て
解
明

さ
れ
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
判
決
で
、
民
事
三
部
が
民
法
二
三
二
五
条
の
目
的
に
依
拠
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
民
事
三
部

は
、
民
法
二
三
二
五
条
三
項
前
段
の
主
な
る
目
的
を
、
ず
っ
と
以
前
に
発
生
し
た
出
来
事
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
に
あ
る
と
考
え

た
。
時
と
と
も
に
、
贈
与
さ
れ
た
財
産
と
本
来
の
遺
産
と
の
関
連
は
次
第
に
薄
れ
て
い
く
。
加
え
て
、
少
な
く
と
も
民
法
二
三
二
九
条
の
場
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合
に
は
、
法
状
態
が
あ
ま
り
に
長
く
浮
動
的
な
の
は
適
当
で
は
な
い
。
そ
の
聞
に
被
相
続
人
も
遺
留
分
権
利
者
も
財
産
の
減
少
し
た
状
態
に

な
れ
て
し
ま
う
点
に
、
民
法
典
の
議
事
録

(P2CE--m)
は
注
目
し
て
お
り
、
か
っ
、
そ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
な
ら
、
民
事
=
一
部
の
見

解
を
支
持
す
る
証
左
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
民
法
二
三
二
五
条
の
立
法
資
料
の
理
解
は
、
疑
問
で
あ
る
。
被
相

続
人
の
贈
与
に
関
し
て
遺
留
分
を
時
的
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
民
法
典
第
二
草
案
の
議
事
で
始
め
て
決
定
さ
れ
た
。
第
一
草
案
に
は
、
時
的

な
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
時
的
な
制
限
は
間
違
い
な
く
適
切
で
は
な
い
。
ま
ず
は
、
遺
留
分
権
利
者
は
被
相
続
人
の
生
前
に
は

権
利
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
法
準
則
を
全
て
使
い
物
に
な
ら
な
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
悪
意
の
贈
与
が
行
わ
れ
る
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
(
富

g
g
〈
合
以
内
・
)
o

時
的
制
限
を
設
け
る
理
由
は
、
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
「
そ
れ
以
前
の
贈
与
に
関
し
て
は
、
遺
留
分

権
利
者
の
権
利
行
使
か
ら
免
れ
る
期
間
を
設
け
る
の
は
、
受
贈
者
の
権
利
が
不
当
に
長
く
浮
動
的
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
受
贈
者
の

利
益
へ
の
正
当
な
考
慮
の
ゆ
え
で
あ
る
。
但
し
、
期
間
制
限
の
内
的
根
拠
は
、
贈
与
の
着
手
と
被
相
続
人
の
死
亡
の
聞
の
長
い
中
間
期
間
に
、

被
相
続
人
の
み
な
ら
ず
、
被
相
続
人
の
係
累
た
る
遺
留
分
権
利
者
も
財
産
減
少
が
も
た
ら
し
た
状
態
に
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。
家
族
の
生
活
様
式
は
、
そ
の
聞
に
変
化
し
た
状
態
に
合
わ
さ
れ
、
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
は
そ
れ
以
外
の
状

態
を
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ず
っ
と
以
前
の
贈
与
に
由
来
す
る
遺
留
分
の
減
少
を
加
害
で
あ
る

と
感
じ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
贈
与
で
は
被
相
続
人
自
身
が
長
期
間
そ
の
結
果
を
受
け
止
め
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
被
相

続
人
は
十
分
な
理
由
が
あ
っ
て
贈
与
し
た
の
で
あ
り
、
遺
留
分
権
利
者
を
不
利
に
扱
お
う
と
い
う
意
図
で
は
な
い
と
い
う
保
障
に
な

る
。
・
・
・
期
間
の
開
始
に
関
し
て
は
、
配
偶
者
へ
の
贈
与
で
は
婚
姻
の
解
消
か
ら
進
行
す
る
と
規
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
配
偶
者
間

の
贈
与
で
は
、
贈
与
目
的
物
は
事
実
上
は
婚
姻
共
同
体
内
に
止
ま
る
。
つ
ま
り
、
贈
与
者
は
婚
姻
中
は
贈
与
後
も
贈
与
物
を
利
用
で
き
な
く

な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
・
・
・
」
(
司
S
S
E
-
-
m
〈
出
汁
詰
∞
)
。
以
上
の
説
明
か
ら
も
判
然
と
す
る
の
が
、
時
的
制
限
は
、
遺
留
分

の
算
定
に
は
、
そ
の
結
果
を
被
相
続
人
自
身
が
長
期
に
百
一
っ
て
甘
受
し
、
被
相
続
人
と
そ
の
家
族
も
そ
れ
に
慣
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
又
、
贈
与
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に
よ
っ
て
、
遺
留
分
権
利
者
を
不
利
益
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
十
分
な
理
由
が
あ
っ
て
行
っ
た
と
い
う
(
一
定
の
)
保
障
を
与
え
る
よ
う
な

贈
与
は
除
く
た
め
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
民
法
二
三
二
五
条
三
項
後
段
の
立
法
者
の
説
明
も
、
配
偶
者
間
の
贈
与
で
は
そ
れ
が
原

別
で
あ
る
よ
う
に
、
か
っ
、
だ
か
ら
贈
与
者
が
、
そ
の
結
果
ゆ
え
「
悪
意
の
」
贈
与
を
控
え
る
こ
と
は
な
い
、
贈
与
者
が
贈
与
後
も
実
際
に

は
贈
与
物
の
利
用
が
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
贈
与
は
、
民
法
二
三
二
五
条
三
一
項
前
段
の
意
味
で
は
、
「
給
付
」
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
支
持
す
る
。

ヨ也
n岡

一
九
七
O
年
五
月
二
五
日
の
民
事
三
部
の
判
決
で
は
、
死
亡
以
前
の
適
当
な
時
期
に
そ
れ
を
行
え
ば
、
自
己
の
財
産
を
全
て
の
、
二

三
人
の
、
あ
る
い
は
、
一
人
の
遺
留
分
権
利
者
を
不
利
益
に
扱
う
た
め
に
、
生
前
行
為
に
よ
っ
て
計
画
的
に
、
例
え
ば
、
死
因
贈
与
に
よ
り

少
な
か
ら
ず
「
遺
産
か
ら
外
し
て
」
自
分
の
財
産
減
少
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
被
相
続
人
が
財
産
を
処
分
す
る
可
能
性
を
認
め
て
し
ま
う
こ

と
が
、
学
説
で
は
大
分
以
前
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
(
例
え
ば
、
非
嫡
出
子
に
関
し
て
、
当

5
2・
Z
E切
a
Z
2
3忍
L
凶
。
)
。
以
上
の
方

法
は
、
解
説
書
の
類
で
あ
か
ら
さ
ま
に
指
示
さ
れ
、
か
っ
、
そ
れ
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
二
疋

の
割
合
で
被
相
続
人
の
財
産
に
適
正
な
範
囲
で
関
与
す
る
と
い
う
遺
留
分
権
利
者
の
権
利
は
、
危
殆
に
瀕
し
、
非
常
に
問
題
の
あ
る
事
態
の

展
開
が
危
倶
さ
れ
て
い
た
。
当
裁
判
所
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
を
常
に
特
別
に
尊
重
し
て
き
た
。
遺
留
分
は
一
定
範
囲
で
は
基
本
法
一

四
条
の
保
護
を
受
け
て
い
る
(
非
嫡
出
子
に
関
し
て
、
切
〈
刊
誌
回
目
唱

E
H
E∞
L
豆
一
主
・
ア
呂
場
凶
。
?
凶
∞
咽
当
H
凶
詔
を
参
照
。
さ
ら
に
、

切
〈
氏
。
思
H

凶
出
(
前
示

(
l
)
①
決
定
)
も
参
照
)
。
以
上
か
ら
、
こ
こ
で
、
従
前
の
見
解
を
改
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
贈
与
者
が
自
分
の
側
で
取
得
に
必
要
な
こ
と
を
全
て
完
了
し
た
だ
け
で
は
、
民
法
二
三
二
五
条
三
項
の
期
間
は
進
行
し
な
い
。
必
要

な
の
は
、
そ
の
結
果
を
自
ら
一

O
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
甘
受
し
、
そ
の
結
果
を
考
え
れ
ば
、
「
悪
意
の
」
贈
与
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
な

状
態
を
被
相
続
人
が
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
控
訴
審
が
適
切
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
被
相
続
人
の
財
産
か
ら
贈
与
を
「
経

済
的
に
分
離
」
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

3 
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皿
.
と
は
い
っ
て
も
、
控
訴
審
判
決
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

1
.
民
法
二
三
二
五
条
三
項
の
期
間
内
に
履
行
期
を
迎
え
た
免
除
さ
れ
た
年
金
は
、
免
除
が
一

O
年
以
上
前
に
行
わ
れ
た
場
合
も
遺
留
分

補
充
請
求
権
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
控
訴
審
判
決
の
見
解
に
は
、
当
裁
判
所
は
、
以
上
の
判
例
変
更
に
立
脚
し
て
も
従
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
控
訴
審
の
考
え
方
で
は
、
民
法
一
二
七
四
条
に
よ
る
月
額
四
.
0
0
0
D
M
の
支
払
い
を
求
め
る
被
相
続
人
の
請
求
権
は
、
契
約
に
よ

(
色
ヨ
図
。
回
)
継
続
的
に
月
額
一

.
0
0
0
D
M
に
減
額
さ
れ
た
。
以
上
を
出
発
点
と
し
て
も
、
控
訴
審
の
見
解
と
は
反

る
一
部
免
除
で

最近30年閑の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

対
に
、
贈
与
さ
れ
た
対
象
は
免
除
に
よ
っ
て
民
法
二
三
二
五
条
三
項
の
意
味
で
既
に
「
給
付
」
さ
れ
て
い
る
。
自
己
に
帰
属
す
る
年
金
請
求

権
を
免
除
し
た
者
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
免
除
は
将
来
に
わ
た
っ
て
無
制
限
に
効
力
を
持
つ
か
ら
、
そ
の
年
金
を
免
除
の
範
囲
で
完
全
に
放
棄

し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
免
除
は
物
権
的
な
効
力
を
持
っ
て
お
り
、
控
訴
審
が
考
え
る
よ
う
に
、
単
に
債
権
的
な
効
力
を
持
つ
に

止
ま
ら
な
い
。
一
九
七
O
年
に
行
わ
れ
た
と
控
訴
審
が
認
定
し
た
年
金
の
免
除
は
、
そ
の
結
果
を
被
相
続
人
が
一

O
年
に
渡
っ
て
甘
受
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
贈
与
を
控
え
る
よ
う
な
、
議
事
録
の
意
味
で
の
「
慣
れ
る
」
、
実
感
で
き
る
犠
牲
で
あ
る
。
「
贈
与
の
量
の
多
寡
」
つ
ま
り
、

Y

が
贈
与
に
よ
っ
て
受
け
た
利
益
が
、
相
続
後
に
始
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
被

相
続
人
が
免
除
の
時
点
か
ら
満
一

O
年
そ
の
生
活
を
合
わ
せ
て
い
た
か
で
あ
る
。
・
・
・
用
心
の
た
め
に
指
示
し
て
お
く
な
ら
、
最
上
級
審

の
判
例
で
は
金
銭
債
権
の
免
除
は
、
種
類
物
の
贈
与
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
か
ら
(
仰
回
目
〉

g-M
∞
包
巳
∞
。
回
)
、
場
合
に
よ
っ
て
は
贈
与
の

基
準
時
で
の
評
価
が
必
要
と
な
る
。

②
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
二
月
六
日
判
決
(
∞
。
国
N
E
P
凶ま
R
)

[
事
実
]

被
告
一

Y
と
被
相

北法55(5・57)1911

一
九
八
六
年
二
月
二
二
日
に
死
亡
し
た
被
相
続
人
の
寡
婦
で
あ
る
。
原
告

(X)
と
被
告
二

(
V
M
)

は、

(
V
U
)

は、



説

一
九
八
三
年
六
月
二
日
の
相
続
契
約
で
、
両
親
は
V

幻
を
双
方
の
単
独
相
続
人
に
指
定
し
た
。
同
時
に
両
親
は
、

X
は
父

親
に
故
意
の
身
体
的
虐
待
を
加
え
た
か
ら
、
両
親
共
に

X
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
と
意
思
表
示
し
た
。

X
は
、
被
相
続
人
と
vu
が
主
張
し
、

か
っ
、
相
続
契
約
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
暴
行
を
父
親
に
加
え
て
は
い
な
い
。
か
っ
、
仮
に
主
張
の
通
り
だ
っ
た
と
し
て
も
、

遺
留
分
剥
奪
の
十
分
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
被
相
続
人
及
ぴ
vu
双
方
の
遺
留
分
剥
奪
の
無
効
を
主
張
し
た
。
以
上
の
確
認
の
訴

は、

X
が
地
裁
で
明
示
し
た
よ
う
に
、

vu
の
遺
留
分
剥
奪
の
意
思
表
示
の
無
効
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
。
父
親
に
よ
る
遺
留
分
剥
奪
に
関

し
て
は
、

V
H
を
単
独
相
続
人
と
し
た
遺
言
の
無
効
確
認
の
訴
の
対
象
と
(
だ
け
)
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
、

X
の
も
に
対
す
る
父
親
の
遺
産
の

情
報
請
求
と
価
格
の
確
定
の
請
求
、
及
、
び
、
段
階
訴
訟
で
は
数
学
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
遺
留
分
の
支
払
請
求
と
い
う
、

X
の
そ
の
余

の
請
求
と
関
係
し
て
い
る
。
地
裁
は
、
部
分
判
決
で
以
上
の
確
認
請
求
を
認
容
し
た
。

Y
の
控
訴
は
棄
却
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

Y
は
上
告
し
、

続
人
の
子
で
あ
る
。

北法55(5・58)1912

論

原
判
決
は
破
棄
差
戻
し
さ
れ
た
。

[
判
決
理
由
]

1
・
ま
ず
、
以
上
の
よ
う
な

X
の
確
認
訴
訟
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
結
論
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
遺
留
分
の
剥
奪
に

関
す
る
判
示
だ
け
を
紹
介
す
る
。

2
.
民
法
二
三
三
三
条
二
号
に
よ
る
と
、
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
(
場
合
に
よ
っ
て
は
、
被
相
続
人
の
配
偶
者
)
に
対
す
る
故
意
の
肉
体

的
虐
待

(g門田
町

E
E
M
m
E弓
a
w
Z
Z
5
z
s
a
g加
)
の
責
を
負
う
と
き
は
、
被
相
続
人
は
直
系
卑
属
の
遺
留
分
を
剥
奪
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
。
控
訴
審
は
、
以
上
の
規
定
を
、
刑
法
二
三
三
条
の
意
味
で
の
故
意
の
身
体
侵
害
の
全
て
が
同
条
の
遺
留
分
剥
奪
を
満
足
さ
せ
る
こ
と

は
な
く
、
親
に
対
す
る
敬
意
を
、
子
が
重
大
に
侵
害
す
る
こ
と
(
崇
敬
の
侵
害
(
豆
町
田
俸
を

q
E
E
a
)
)
が
常
に
必
要
だ
と
理
解
し
た
。
つ

ま
り
、
親
子
関
係
を
完
全
に
損
な
う
程
度
に
、
侵
害
は
重
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
に
対
す
る
判
例
・
学
説
の
考
え
方
は
、
分
か
れ
て
い
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、

一
九
一
一
一
年
一
一
月
二
一
日
の
判
決
で
、
立
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法
資
料
に
依
拠
し
て
、
子
に
よ
る
身
体
的
侵
害
は
同
時
に
両
親
に
対
す
る
崇
敬
を
損
な
う
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
た
。
反
対
に
、
ラ
イ
ヒ
裁

判
所
は
、
身
体
的
侵
害
が
遺
留
分
剥
奪
を
基
礎
づ
け
る
の
は
侵
害
が
重
大
な
崇
敬
の
侵
害
に
当
た
る
場
合
だ
け
な
の
か
に
関
し
て
、
一
九
一

三
年
七
月
五
日
の
判
決
で
は
明
示
的
に
判
断
を
留
保
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
当
時
は
管
轄
が
相
続
法
で
あ
っ
た
民
事
四
部
で
、
一
九

六
一
年
六
月
六
日
に
、
民
法
二
三
三
三
条
二
号
は
刑
法
二
二
三
条
に
い
う
故
意
の
身
体
侵
害
を
前
提
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
少
な
か

ら
ぬ
健
康
状
態
の
侵
害
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
。
以
上
の
見
解
で
は
、
そ
れ
以
上
の
侵
害
の
重
大
性
(
「
重
大
な
虐
待

(
由
喜
老
町
お
宮
5
2
g
a
g
m
g
)
」
)
や
行
為
の
悪
性
、
な
い
し
は
、
行
為
の
継
続
は
、
同
条
三
号
か
ら
五
号
と
は
異
な
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
民
事
四
部
の
見
解
が
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
見
解
か
ら
離
れ
て
、
崇
敬
の
侵
害
の
要
件
を
全
く
不
要
と
し
た

一
九
七
四
年
三
月
一
日
の
判
決
で
、
民
事
四
部
は
民
法
二
三
コ
一
三
条
一
号
か
ら
四
号
に
関
し
て
、

の
か
は
、
判
決
か
ら
は
明
か
で
は
な
い
。

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
方
針
が
示
さ
れ
た
の
が
、

つ
ま
り
、
親
子
関
係
の
重
大
な
軽
侮
が
判
然
と
し
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば

一
九
七
八
年
五
月
一
九
日
の
非
公
刊
の
民
事
四
部
の
判
例
で
、
民
法
二
三
三
三
条
二

一
般
的
に
、
重
大
な
非
行
だ
け
が
問
題
と
な
る
と
説
示
し
た
。

号
の
「
肉
体
的
虐
待
」

の
概
念
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
刑
法
二
二
三
条
の
視
点
を
「
も
」
参
照
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

一
九
七
六
年
一

O
月
二
五
日
二
六
日
の
判
決
(
「
精
神
的
虐
待
(
∞
B
r
v
n
Z
S
E
E
-
E
m
)
」
|
宅

N
E
C沼
¥

、

手

l
E
B
m
N
-
ヨ
H
S
-
S
H

ztそ
石
ゴ
い
這
)
は
、
両
親
に
対
す
る
身
体
的
侵
害
は
、
親
へ
の
敬
意
を
特
別
過
酷
に
侵
害
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

多
数
の
学
説
は
、
民
法
二
三
三
三
条
二
号
で
は
「
軽
微
な

(-2Z)」
身
体
的
侵
害
で
十
分
だ
が
、
必
ず
崇
敬
の
侵
害
が
必
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ロ

l
ハ
ル

(
ω
g
Eア
開
号
同
町
門
町
二
・
〉
口
出
・
・
田
弘
・
同

ω・主吋一
3
・5
)
は
、
今
世
紀
の
初
め
か
ら
以
上
の
見
解
を
取
っ
て
い
た
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(苫

g
n
r
¥
切
可
。

z--
図
。
回
以
・
〉
ロ
白
・
一
MMU凶
凶
〉
ロ
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耳

目

n
r
¥
。『
n-R
切
。
回
ム
・
〉
口
出
-
M凶
出
〉
ロ
ヨ
・
凶
σ
及
び
、
開
-
u
σ
m
n
z
-
N
E
E
-
2
h
F

8
・品。司ロ
-
M
も
同
旨
)

0

最
近
の
学
説
の
大
部
分
も
、
方
向
は
同
じ
で
あ
る
(

虫

『

田

nzgm』
同
州
】
⑤
ふ

0
・
-M占
y
z
o
u
ω
s
z
aロ伺町一円二
umw

ユ仏
¥AUm∞
-2・

回
。
∞
己
〉
ロ
戸
川
町
M凶凶
u
m
E
-
M
一
司
g
w
M・〉ロ戸川町
M凶凶凶

mEi'Y
司
包
富
島
¥
開
門
同
g
z
o
p
p
回
。
回
ム
∞
〉
ロ
コ
-mNM出
〉
DB-Nσ
・
さ
ら
に
、
。
戸
。



説

g
E
G
E
回
当
Z
2
N
S試
-
S
も
参
照
)
。
反
対
す
る
学
説
は
、
エ
ル
マ
ン
/
シ
ユ
ル
タ

i
B
E
Bミ
p
v
g
R
∞
。
∞
∞
・
〉
巴
・
抑
自
己

mEh)

と
ヨ
ハ
ン
セ
ン
(
旬
。

zgロ田町
P
回
。
∞

mom-CM〉
ロ
白
・
抑
N
凶
出
閉
山
含
・
。
)
だ
け
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
明
か
で
は
な
い
。

論

3
.
上
告
理
由
も
、
確
か
に
、
民
法
二
三
三
三
条
二
号
の
文
言
は
、
故
意
の
身
体
的
虐
待
の
他
に
、
崇
敬
の
侵
害
な
ど
と
い
う
要
件
を
要

求
し
て
い
な
い
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
告
理
由
は
、
第
二
次
委
員
会
は
三
七
六
会
期
で
、
第
一
草
案
二

O
O
一
条
二
号
の
「
故

の
要
件
の
後
に
「
重
大
な
」
と
い
う
文
言
を
付
加
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
以
上
の
決
定
は
次
回
の
会
期
に
削
除
さ
れ
て
い
る
点

音
山
の
」

を
指
摘
し
て
い
る

BEgg--m
〈-∞・

3
∞
唱
目
。
)

0

そ
の
際
に
、
委
員
会
の
多
数
意
見
は
、
子
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
ろ
う
と
親
を
実
際

に
虐
待
し
た
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
で
遺
留
分
剥
奪
の
理
由
と
な
る
と
い
う
考
え
方
に
反
対
で
あ
っ
た
(
∞
・
3
3
0
家
族
の
教
育
の
た
め
に
は
、

子
か
ら
遺
留
分
を
奪
う
可
能
性
を
与
え
た
だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
の
で
あ
る

(ω
・
ま
ご
。
さ
ら
に
、
草
案
の
基
礎
と
な
る
原
則
で
は
、
特
別

に
重
大
な
義
務
違
反
だ
け
が
被
相
続
人
に
よ
る
遺
留
分
の
剥
奪
を
正
当
化
す
る
と
も
さ
れ
て
い
た
。
軽
微
な
虐
待
が
、
こ
の
よ
う
な
崇
敬
の

侵
害
に
常
に
当
た
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
重
大
な
」
と
い
う
文
言
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
客

観
的
に
は
重
大
で
は
な
い
虐
待
で
あ
っ
て
も
、
崇
敬
の
侵
害
と
な
る
場
合
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
被
相
続
人
に
対
す
る
崇
敬
の
重

大
な
侵
害
(
田
町
四
言
明
尽
虫
刊
5
2
R
F
R
g
m
)
に
当
た
る
虐
待
(
だ
け
)
が
剥
奪
を
正
当
化
す
る
旨
が
、
正
確
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
し
か
し
、
以
上
の
考
え
方
を
表
現
す
る
の
は
困
難
だ
か
ら
、
二
号
は
削
除
す
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
賢
い
や
り

ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
の
は
、
絶
対
に
虐
待
は
必
要
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
の
概
念
を
正
し
く
解
釈
す
れ
ば
、
重
大
な
崇

敬
の
侵
害
が
常
に
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
が
委
員
会
の
見
解
で
あ
っ
た
。

以
上
の
根
拠
づ
け
に
示
さ
れ
て
い
る
崇
敬
を
重
視
す
る
伝
統
的
な
厳
格
主
義
の
委
員
会
の
拒
絶
は
、
そ
の
重
要
性
を
今
日
で
も
失
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
線
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
は
、
遺
留
分
剥
奪
に
強
度
の
厳
格
主
義

の
要
請
を
貫
く
な
ら
、
基
本
法
二

O
条
に
い
う
法
治
国
家
の
要
請
す
る
相
当
性
の
原
理
と
、
そ
れ
に
由
来
す
る
過
剰
禁
止
に
抵
触
す
る
可
能

方
で
は
な
い
。
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性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
裁
判
所
が
何
度
も
判
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
普
通
で
は
な
い
重
大
性
と
そ
の
侮
辱
的
な
性
格
ゆ
え
に
、
遺
留
分

い
が
み
合
う
こ
と
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
被
相
続
人
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
家
族
に
相
応
し
い
尊
敬
の
重

の
剥
奪
は
「
死
ん
で
も
、

大
な
侵
害
な
し
で
、
遺
留
分
剥
奪
を
法
が
容
認
す
る
こ
と
は
、
民
事
法
に
も
通
用
す
る
憲
法
上
の
過
剰
禁
止
と
は
折
り
合
わ
な
い
で
あ
ろ
う

(
例
え
ば
、
。
自
民
昨
日
同
N
-
申
告
・
唱
。
凶
を
参
照
)
。
し
か
も
、
遺
留
分
を
持
つ
被
相
続
人
の
近
親
は
、
被
相
続
人
の
財
産
に
対
す
る
適
正
な
分

け
前
が
、
一
定
範
囲
で
基
本
法
一
四
条
、
六
条
一
項
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
ま
す
ま
す
そ
う
で
あ
る

(
切
。
出
N
渇

M
Y
M
M
少
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出
凶
(
前
一
不

(
2
)
①
判
決
)
)
。
た
と
え
、
故
意
の
身
体
侵
害
の
場
合
で
も
、
一
方
の
、
被
相
続
人
と
の
家
族
の
紐
帯
に
対
す
る
子
の
非
難

に
値
す
る
非
行
と
、
他
方
の
、
い
わ
ば
家
族
の
保
護
へ
の
抵
触
に
よ
る
家
族
の
紐
帯
の
切
断
(
〉
コ
・
。
〉
宮
一
。
。
)
と
を
衡
量
し
て
、
始
め

て
遺
留
分
剥
奪
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。
故
意
の
身
体
侵
害
が
必
ず
親
子
関
係
の
最
も
重
大
な
侵
害
を
正
当
化

す
る
と
い
う
大
雑
把
な
考
慮
で
は
、
以
上
の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
。
一
言
で
身
体
侵
害
と
い
っ
て
も
、
刑
法
二
二
三
条
二
項
で
も
様
々
な

程
度
が
あ
る
。
刑
の
幅
も
、
五
年
以
内
の
自
由
権
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
別
の
ケ
l
ス
で
は
、
刑
法
二
一
二
三
条
で
も
刑
が
科
さ
れ
な

い
場
合
も
あ
る
。
以
上
の
区
別
を
遺
留
分
剥
奪
で
は
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
、
話
に
な
ら
な
い
。

4
.
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
原
判
決
は
維
持
で
き
な
い
。
・
・
・
子
の
被
相
続
人
に
対
す
る
非
行
が
、
民
法
二
三
=
一
三
条
二
号
の
遺
留
分
剥

奪
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
に
、
重
大
な
崇
敬
違
反
か
は
、
確
か
に
評
価
の
問
題
で
あ
っ
て
、
事
実
審
の
裁
判
官
に
任
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
控
訴
審
は
以
上
の
関
係
で
過
誤
を
犯
し
て
お
り
、
原
判
決
は
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
控
訴
審
は
崇
敬
の

侵
害
を
ハ
ツ
キ
リ
と
認
定
し
て
お
り
、
「
十
分
に
重
大
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
れ
が
「
営
業
関
係
」
の
「
内
部
事

北法55(5・61)1915 

関
係
」

や
は
り
崇
敬
の
侵
害
は
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
「
営
業

の
「
内
部
事
情
」
と
い
う
視
点
で
は
、
侵
害
行
為
の
重
大
性
と
範
囲
に
基
づ
い
て
肯
定
す
べ
き
崇
敬
の
侵
害
を
重
大
で
は
な
い
と
し

情
」
に
止
ま
る
か
ら
、

て
水
増
し
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。



説

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
遺
留
分
が
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
の
保
護
と
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
と
家
族

の
保
護
の
一
環
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
理
解
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
遺
留
分
が
基
本
法
の
保
護
を

受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
①
判
決
に
よ
る
、

(
1
)
①
決
定
の
引
用
)
。
ま
た
、
①
判
決
で
は
、
生
前
贈
与
に
よ
っ
て
遺
留
分
補
充
請
求
権

を
回
避
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
、
「
非
常
に
問
題
の
あ
る
事
態
の
展
開
」
と
非
難
し
て
い
る
。
加
え
て
、
②
判
決
に
も
見
る
よ
う
に
、
遺
留

(
9
)
 

分
の
剥
奪
事
白
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
慎
重
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
一
般
条
項
化
に
は
反
対
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所

は
、
現
行
法
の
規
定
の
解
釈
に
よ
る
遺
留
分
制
度
の
空
洞
化
に
は
反
対
で
、
学
説
か
ら
は
「
遺
留
分
の
保
護
者

(
ω
n
F
E
4包
B
ロ
)
」
と
呼
ば

(
日
)

れ
て
い
る
。

さるゐ、

両岡

3
.
基
本
法
と
遺
留
分
に
関
す
る
学
説

学
説
は
、
遺
留
分
は
基
本
法
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
見
解

(
l
)
、
基
本
法
は
遺
留
分
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
見
解

(
2
)
、

及
び
、
遺
留
分
は
基
本
法
の
保
護
下
に
あ
る
と
い
う
見
解

(
3
)
に
分
か
れ
て
い
る
。
最
後
の
見
解
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場
と
も
合

致
し
、
支
配
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
遺
留
分
は
基
本
法
六
条
一
項
と
一
四
条
一
項
の
双
方
の
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の

が
多
数
説
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
各
々
の
代
表
的
な
見
解
を
手
掛
か
り
に
学
説
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

(
l
)
遺
留
分
は
基
本
法
に
違
反
す
る
と
い
う
見
解

(
日
)

遺
留
分
が
基
本
法
に
反
し
て
い
る
と
明
示
的
に
主
張
す
る
の
が
、
公
証
人
の
ベ
ト
リ

(
E
E印
刷

MOE)
で
あ
る
。
ベ
ト
リ
の
主
張
は
三
つ

の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
最
後
が
単
純
な
違
憲
論
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
全
く
説
得
力
に
欠
け
る
の
で
、
全
体
を
要
約
し
て
紹
介
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、

ペ
ト
リ
は
公
証
人
の
経
験
か
ら
、
愛
情
の
な
い
親
族
に
遺
産
の
半
分
を
与
え
る
義
務
が
あ
る
の
か
と
問
い
か
け
、
次
の
よ
う
な
公

北法55(5・62)1916
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証
人
へ
の
相
談
例
を
あ
げ
て
い
る
。
(
ア
)
自
分
は
一
生
働
い
て
節
約
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
唯
一
の
息
子
は
何
年
も
自
分
と
会
話
も
せ

ず
、
私
を
馬
鹿
に
し
て
、
私
の
死
ぬ
の
を
待
っ
て
い
る
。
自
分
の
財
産
を
息
子
に
与
え
な
い
方
法
は
な
い
の
か
?
(
イ
)
私
の
さ
さ
や
か
な

事
業
は
、
私
の
全
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
子
供
た
ち
が
遺
留
分
を
主
張
す
れ
ば
、
事
業
は
継
続
で
き
な
い
。
農
家
相
続
で
は
遺
留
分

を
制
限
で
き
る
の
に
、
手
工
業
の
分
野
で
は
無
理
な
の
か
?
(
ウ
)
私
の
非
嫡
出
子
は
殺
人
者
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
相
続
代
償
請
求
権

が
与
え
ら
れ
る
と
は
想
像
も
つ
か
な
い
と
い
う
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
遺
留
分
の
剥
奪
の
制
度
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
態
に
は
適
切
に

対
処
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
遺
産
が
中
程
度
の
場
合
(
一
筆
か
ら
三
筆
の
不
動
産
)
は
、
両
親
が
死
亡
し
た
最
初
の
相
続
で
は
、
(
遺
留
分

を
主
張
し
た
子
に
は
、
最
初
の
相
続
で
の
遺
留
分
し
か
帰
属
さ
せ
な
い
と
遺
言
で
定
め
る
)
遺
留
分
条
項
の
ゆ
え
も
あ
っ
て
、
子
は
相
続
を

つ
ま
り
、
以
上
の
慣
行
か
ら
も
、
遺
留
分
の
廃
止
は

放
棄
す
る
慣
行
が
あ
る
。
し
か
し
、
両
親
は
、
そ
れ
で
は
十
分
と
は
考
え
て
い
な
い
。

国
民
の
意
識
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

ベ
ト
リ
は
、
立
法
の
経
緯
を
も
問
題
と
す
る
。
遺
留
分
は
民
法
典
の
立
法
時
に
も
そ
の
妥
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
(
民
法

典
の
起
草
の
際
に
第
一
次
委
員
会
で
、
遺
留
分
を
排
除
し
て
遺
言
自
由
を
拡
大
す
る
こ
と
が
拒
否
さ
れ
た
。
第
一
四
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会

(
イ
ェ
ナ
、
一
八
七
八
年
)
で
は
、
遺
留
分
の
廃
止
が
討
議
さ
れ
た
。
遺
留
分
は
社
会
政
策
的
に
も
問
題
が
あ
る
と
、
民
法
典
の
起
草
段
階

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
。
さ
ら
に
、
民
法
典
は
地
方
法
の
統
一
だ
け
を
目
指
し
た
が
、
地
方
法
は
法
定
相
続
か
遺
言
相
続
の
み
を
認
め
て

き
ど
り
円
ド
、

お
り
、
そ
の
中
聞
を
と
っ
た
の
が
民
法
典
の
規
定
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
法
典
の
立
法
当
時
は
、
国
家
か
ら
所
有
権
と
相
続
が
十
分
に
保

護
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
財
産
と
は
世
代
を
通
じ
て
利
用
す
る
も
の
で
、
処
分
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
民
法
典
の

議
事
録
で
は
、
家
族
に
は
財
産
の
一
部
の
相
続
権
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
で
は
相
続
と
扶
養
(
教
育
、
人
生
の
ス
タ
ー
ト
へ
の
援

助
)
は
別
物
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
法
典
が
前
提
と
し
た
状
況
は
、
今
日
で
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
仮
に
子
の
自
立
に
財
産
を
与

え
た
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
な
ら
、
嫡
出
子
に
も
非
嫡
出
子
の
(
被
相
続
人
の
生
前
に
相
続
に
代
わ
る
)
相
続
代
償
請
求
権
(
肘
号

q
g
R
E
'
北法55(5・63)1917



説

回
目

u
g
n
F
)

の
よ
う
な
も
の
を
与
え
、
そ
の
後
の
遺
産
の
処
分
は
自
由
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ペ
ト
リ
の
主
張
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
ベ
ト
リ
に
よ
る
と
、
基
本
法
一
四
条
に
い
う
相
続
権
の
保
障
と
は
、
遺
言
自
由
に
他
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
半
分
を
制

限
す
る
遺
留
分
は
、
基
本
法
に
抵
触
す
る
。
子
の
人
生
の
ス
タ
ー
ト
な
ら
と
も
か
く
、
現
在
の
子
の
相
続
年
齢
か
ら
は
、
基
本
法
の
許
し
て

い
る
所
有
権
の
社
会
的
制
限
に
は
、
遺
留
分
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

但
し
、
ベ
ト
リ
の
主
張
は
、
基
本
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
(
後
に
紹
介
す
る
、
ベ
ト
リ
の
見
解
を
肯
定
的
に
参
照
し
て
い
る
、
ダ
ウ
ナ
l
・

(

ロ

)

(

日

)

リ
i
。
フ
を
除
い
て
は
)
余
り
ま
と
も
に
相
手
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
遺
留
分
の
立
法
の
経
緯
の
理
解
も
不
正
確
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
公
証
人
に
相
談
を
持
ち
か
け
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
被
相
続
人
で
あ
り
、
ベ
ト
リ
の
主
張
は
被
相
続
人
の
側
に
偏
し
て
お
り
、
間

(M) 

題
の
一
面
に
し
か
注
目
し
て
い
な
い
と
公
証
人
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ト
リ
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
も
存
在

北法55(5・64)1918

ゴ

員同

す
る
と
い
う
以
上
の
意
味
は
な
い
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
基
本
法
は
遺
留
分
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
見
解

必
ず
し
も
多
数
の
見
解
で
は
な
い
が
、
遺
留
分
に
対
し
て
基
本
法
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
と
考
え
る
見
解
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、

基
本
法
一
四
条
に
い
う
相
続
の
保
護
と
は
、
被
相
続
人
の
遺
言
自
由
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
、
以
上
の
よ
う
な
見
解
の
基
礎
と
な
る
考
え

方
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
様
な
学
説
も
、
そ
の
根
拠
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
傍
論
で
遺
留

(
日
)

分
を
支
持
し
た
だ
け
だ
な
ど
と
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
詳
細
に
以
上
の
立
場
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
が
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン

ト

(hgnpE
垣
正
吉
弘
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ

i
ラ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
私
法
、
公
法
の
学
説
の
多
く
は
、
遺
留

分
も
含
め
た
血
族
相
続
は
相
続
の
制
度
的
保
障
の
一
部
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
と
い
う
対
立
す
る
原
理
が
憲

法
上
存
在
し
、
立
法
者
は
両
者
の
調
整
を
図
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
相
続
権
の
保
護
は
、
所
有
権
の
保



護
と
の
関
係
を
誤
解
し
て
い
る
と
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
は
考
え
る
。
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
相
続
の
保
護
の
決
定
的
要
素
と
は
、
実
は
遺
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つ
ま
り
、
死
亡
後
の
所
有
者
の
処
分
権
は
、
所
有
権
の
保
護
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
個
人
の
人
格
的
自
由
と
し

て
憲
法
上
ハ
ツ
キ
リ
し
た
保
護
を
享
受
し
て
い
る
。
基
本
法
一
四
条
一
項
一
文
が
、
所
有
権
と
相
続
権
の
保
護
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
、
以

上
の
二
つ
の
制
度
の
憲
法
上
の
結
合
を
示
し
て
い
る
。
所
有
者
の
死
後
の
所
有
権
の
享
受
は
観
念
で
き
な
い
か
ら
、
処
分
権
が
登
場
し
、
死

後
も
所
有
者
の
処
分
は
尊
重
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
者
が
生
前
に
処
分
権
を
制
限
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
死
因
処
分
に
つ
い
て
も
制
限

は
許
さ
れ
な
い
。
一
九
三
一
O
年
に
ベ

i
マ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
民
法
典
は
家
族
相
続
と
は
無
縁
で
あ
る
。
家
族
内
の
扶
養
請
求
権

は
、
扶
養
権
利
者
の
相
続
権
を
基
礎
づ
け
な
い
。
遺
留
分
権
が
債
権
的
請
求
権
で
、
遺
留
分
権
利
者
に
相
続
人
の
地
位
を
与
え
る
わ
け
で
は

な
く
、
か
っ
、
被
相
続
人
は
相
続
時
に
は
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
立
法
者
は
被
相
続
人
の
死
亡
後
の

配
偶
者
、
子
、
両
親
の
扶
養
請
求
権
を
資
本
化
し
て
遺
産
に
対
す
る
債
権
と
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
遺
留
分
を
含
め

た
現
行
の
法
定
血
族
相
続
は
、
法
定
相
続
の
妥
当
な
ル

l
ル
を
与
え
て
は
い
る
が
、
相
続
権
の
制
度
的
保
障
と
は
関
係
が
な
い
。
相
続
の
保

障
が
関
係
す
る
の
は
所
有
権
の
制
度
的
保
障
で
あ
り
、
私
的
相
続
と
の
関
係
で
は
遺
言
自
由
に
尽
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
被
相
続
人
の

(
凶
)

生
前
処
分
の
自
由
を
制
限
し
て
、
国
家
を
優
先
的
に
相
続
人
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

言
の
自
由
で
あ
る
。

(
3
)
遺
留
分
は
基
本
法
上
の
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
見
解

以
上
と
は
異
な
り
、
多
く
の
学
説
は
、
遺
留
分
は
基
本
法
上
の
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
が
、
具
体
的
に
は
、
基
本

法
一
四
条
だ
け
を
根
拠
と
す
る
も
の
、
六
条
だ
け
を
根
拠
と
す
る
も
の
、
双
方
を
根
拠
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
て
お
り
、
か
っ
、
最
後
の
立

(
刀
)

場
が
、
先
に
見
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
、
及
、
び
、
多
数
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

北法55(5・65)1919

①
基
本
法
六
条
を
根
拠
と
す
る
学
説



説

少
数
だ
が
、
基
本
法
一
四
条
は
遺
留
分
の
根
拠
と
な
ら
ず
、
基
本
法
六
条
が
遺
留
分
に
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
見
解
が

(
児
)

あ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ル
ケ
ン

(ピ

E
n
y
o町
長
。
ロ
)
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
四
条
一
項
の
相
続
権
の
保
護

は
、
極
め
て
一
般
的
な
定
式
で
、
相
続
権
を
法
制
度
(
河
伺

n
F
E
E
E
E
)
、
及
び
、
個
人
の
相
続
権

3
E
Z
E
E
-
R町
宮
主
と
し
て
保
護
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
相
続
人
の
客
観
的
な
権
利
と
し
て
、
及
び
、
具
体
的
な
被
相
続
人
の
財
産
承
継
の
権
利
と
し
て
で
あ
る
。
但

し
、
基
本
法
の
保
護
は
、
具
体
的
な
民
法
典
の
規
定
で
は
な
く
、
私
相
続
法
の
骨
格
と
な
る
原
理
、
つ
ま
り
、
遺
言
自
由
と
家
族
相
続
だ
け

~I:法55(5 ・ 66)1920

論

を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
は
基
本
法
六
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ゲ
ル
ケ
ン
の
見
解
で

(
川
口
)

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
ケ
ン
は
、
基
本
法
一
四
条
の
相
続
権
の
保
護
は
、
被
相
続
人
の
側
、
つ
ま
り
、
遺
言
自
由
だ
け
を
対
象
と
し
て
い

る
と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
親
の
相
続
財
産
に
対
す
る
具
体
的
な
関
与
を
保
護
す
る
遺
留
分
は
、
抽
象
的
な
家
族
相
続
で
は
な
く
、

婚
姻
と
家
族
の
保
護
に
よ
っ
て
始
め
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
基
本
法
六
条
に
い
う
家
族

(F呂
宕
)
と
は
、
核
家
族
に
限
ら
れ
る
の
か
、
大
家
族
を
も
含
む
の
か
は
争
い
が
あ
る
が
、

仮
に
、
遺
留
分
が
基
本
法
一
四
条
一
項
で
は
な
く
、
基
本
法
六
条
一
項
に
よ
っ
て
始
め
て
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
と
考
え
る
と
、
遺
留
分

(
初
)

つ
ま
り
、
両
親
の
遺
留
分
の
削
除
は
可
能
か
と
い
う
立
法
論
で
意
味
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

の
権
利
者
の
範
囲
の
縮
小
は
可
能
か
、

②
基
本
法
一
四
条
を
根
拠
と
す
る
学
説

(
幻
)

基
本
法
一
四
条
だ
け
か
ら
、
遺
留
分
を
基
礎
付
け
る
学
説
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ォ
ッ
テ
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
四
条
に
い
う
相
続
権
の
保
護
が
、
遺
言
自
由
だ
け
を
意
味
す
る
と
い
う
の
は
納
得
が
い
か
な
い
。
遺
言
自
由
は
所
有

権
の
保
護
か
ら
も
基
礎
づ
け
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
、
重
ね
て
同
条
で
相
続
権
の
保
護
を
規
定
す
る
意
味
が
な
く
な
る
。
し
か
も
、
立

法
者
が
現
行
の
血
族
・
配
偶
者
相
続
を
廃
止
し
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
な
ら
、
法
の
伝
統
と
あ
ま
り
に
誰
離
し
て
し
ま
い
、
憲
法
上
の
保
護



が
(
遺
言
自
由
で
は
な
く
)
相
続
権
の
保
障
と
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
全
く
理
解
不
可
能
と
な
る
。
家
族
相
続
を
基
本
法
六

条
一
項
だ
け
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
の
難
点
は
、
同
条
で
は
生
前
処
分
と
死
因
処
分
が
全
く
区
別
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
前

処
分
は
原
則
と
し
て
全
く
自
由
で
あ
り
、
財
産
の
家
族
へ
の
拘
束
は
見
て
取
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
六
条
一
項
か
一
四
条
か
と
い

う
見
解
の
対
立
の
意
味
は
、
前
者
だ
と
核
家
族
の
相
続
だ
け
が
保
護
さ
れ
、
か
っ
、
国
家
が
被
相
続
人
死
亡
後
の
家
族
の
経
済
的
地
位
を
保

障
せ
ず
家
族
相
続
を
廃
止
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
法
一
四
条
一
項
を
根
拠
と
す
る
な
ら
、
同
条
は
遺
言
自
由
と
家
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族
相
続
と
い
う
二
つ
の
原
理
が
基
本
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
両
者
の
緊
張
関
係
を
一
方
に
偏
し
な
い
よ
う
立
法
者
が
調
整
す
べ
き
旨
が
明

(
幻
)

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
に
よ
れ
ば
、
相
続
権
の
保
護
が
血
族
相
続
に
も
及
ぶ
と
考
え
る
こ
と
で
、
現
行
の
民
法
典
の
血
族
相
続

の
原
則
を
よ
り
強
く
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

③
基
本
法
六
条
と
一
四
条
を
根
拠
と
す
る
学
説

(
幻
)

(
a
)

基
本
法
一
四
条
と
六
条
が
協
働
し
て
、
遺
留
分
を
保
障
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
学
説
も
存
在
す
る
。
か
っ
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
こ
の
多
数
説
を
採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
代
表
的
な
基
本
法
の
コ
メ
ン
タ

l
ル
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
は
、
個
人
の
基
本
権

(
H
E
Z
E
E
-
m
B
E
a
n町
内
)
、
及
び
、
法
制
度
(
寄
与
豆
町
房
長
E
)
と
し
て
、

相
続
権
を
保
護
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
相
続
権
と
い
う
法
制
度
の
本
質
的
内
容
(
者

2
2
a
m
z岳
)
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
っ
、
相
続
権
の
本
質
的
な
内
容
を
規
定
す
る
の
は
、
民
法
の
相
続
法
に
定
め
ら
れ
た
秩
序
の
原
理
と
基
本
構
造
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
相
続
法
の
立
法
に
当
た
っ
て
、
立
法
者
は
、
原
理
の
内
容
を
体
現
し
た
、
ド
イ
ツ
の
相
続
法
の
伝
統
的
な
核
心
的
要
素
を
尊
重
し

つ
ま
り
、
相
続
法
の
特
定
の
部
分
は
本
質
的
で
あ
り
、
他
の
部
分
は
法
技
術
的
な
細
部
の
規
定
で
、
非
本
質
的
で
あ

北法55(5・67)1921

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



説

る
。
何
が
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
相
続
法
の
本
質
的
な
要
素
か
は
、
相
続
法
制
度
の
評
価
の
文
脈
と
そ
れ
以
外
の
私
法
制
度
の
基
本
的
な
仰

保
障
か
ら
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
部
分
が
、
私
的
所
有
権
、
及
び
、
婚
姻
と
家
族
(
基
本
法
六
条
一
項
)
の
制
度
的
保
障
制

で
あ
る
。
以
上
の
制
度
的
保
障
の
結
合
は
、
相
続
法
の
基
本
構
造
で
あ
り
、
憲
法
以
外
の
立
法
で
自
由
に
改
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
具
時F同υ

体
的
に
は
、
双
方
が
合
わ
さ
っ
て
ド
イ
ツ
の
相
続
法
の
最
重
要
部
分
を
構
成
す
る
、
被
相
続
人
の
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
が
そ
れ
で
あ
る
。
枇

遺
言
の
自
由
は
、
包
括
的
な
所
有
権
の
処
分
の
自
由
の
一
部
で
あ
る
。
基
本
法
六
条
一
項
が
示
し
て
い
る
基
本
法
の
基
本
評
価
は
、
他
方
で
、

ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
相
続
法
の
構
造
か
ら
は
近
親
の
遺
産
へ
の
分
け
前
を
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
か
ら
基
本
法

一
四
条
一
項
の
相
続
権
の
保
障
が
考
え
て
い
る
相
続
法
秩
序
と
は
、
憲
法
が
前
提
と
す
る
個
人
の
遺
言
自
由
と
家
族
相
続
の
妥
協
で
な
け
れ

(M) 

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
相
続
権
の
保
障
と
婚
姻
と
家
族
の
保
護
の
意
味
連
聞
か
ら
は
、
配
偶
者
、
直
系
卑
属
、
被

相
続
人
に
子
が
い
な
い
場
合
の
両
親
の
相
続
権
は
、
憲
法
の
保
障
す
る
相
続
法
の
本
質
的
な
内
容
で
あ
り
、
要
扶
養
状
態
と
な
っ
た
場
合
に

国
家
が
給
付
を
与
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
血
族
相
続
を
廃
止
し
て
国
家
が
相
続
人
と
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
に
遺

言
自
由
は
、
配
偶
者
、
直
系
卑
属
、
両
親
の
遺
留
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
お
り
、
立
法
者
は
遺
言
自
由
と
血
族
相
続
の
調
整
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
現
行
法
の
準
則
が
絶
対
で
は
な
く
、
具
体
的
な
遺
留
分
の
立
法
に
当
た
っ
て
は
、
立
法
者
に
は
大
幅
な
裁
量
権
が

(
お
)

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

論

以
上
が
、
遺
言
自
由
と
遺
留
分
、
な
い
し
は
、
基
本
法
一
四
条
と
六
条
に
関
す
る
学
説
の
代
表
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
但
し
、
以
上
の
学

説
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
血
族
相
続
の
保
障
の
骨
格
は
基
本
法
一
四
条
の
相
続
権
の
保
障
が
与
え
て
お
り
、

(
お
)

基
本
法
六
条
の
婚
姻
と
家
族
の
保
護
は
補
助
的
な
解
釈
上
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
は
憲
法
の
保
護
下
に
あ
る
と
い
う
学

説
に
共
通
す
る
、
相
続
権
の
保
障
は
憲
法
に
よ
り
制
度
的
保
護
を
受
け
る
、
か
っ
、
憲
法
が
保
護
し
て
い
る
相
続
権
の
内
容
は
民
法
の
相
続

法
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
骨
子
は
、
グ
ス
タ
フ
・
ベ

l
マ
1
3
5
g〈
回

O
O
Z
E
R
)

が
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
で
相
続
法



に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
に
遡
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ベ

l
マ
l
の
所
説
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

④
ベ

l
マ
l
の
学
説

(a) 
ベ
l
マ
l
は
、
相
続
に
つ
い
て
規
定
し
た
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
五
四
条
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ワ
イ
マ

l

一
項
一
相
続
権
は
民
法
の
基
準
に
従
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
二
項
一
相
続
へ
の
国
家
の
関
与
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規

ル
憲
法
一
五
四
条
と
は
、
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定
さ
れ
る
、
と
い
う
条
文
で
あ
る
。
ベ

l
マ
l
の
相
続
権
の
保
障
に
関
す
る
議
論
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
前
半
は
、

A
.
基
本
権
と
し

一
五
四
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
現
行
相
続
法
の
基
本
原
則
と
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

て
の
相
続
権
、
後
半
は
、

B 

A
.
で
、
ま
ず
形
式
的
に
見
て
、
憲
法
一
五
四
条
は
、
現
行
相
続
法
を
変
更
し
た
わ
け
で
も
、
現
行
法
の
変
更
を
立
法

者
に
命
じ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
行
の
相
続
法
だ
が
、
そ

ち
、
ベ

l
マ
l
は、

の
変
更
は
民
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
公
法
学
者
の
ト
l
マ

(
4
Z
B
r

。EE
B
n
v
Z
E
g
-
-
N
g
m
m毛
色
、
)
は
、

契
約
自
由
、
所
有
権
も
、
そ
の
内
容
と
限
界
は
法
律
の
規
定
に
全
く
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
憲
法
上
の
契
約
自

(
幻
)

白
(
一
五
二
条
)
、
所
有
権
(
一
五
三
条
)
、
相
続
権
(
一
五
四
条
)
の
保
護
は
、
全
く
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
ベ

l
マ
l
は
考

え
る
。
ベ

l
マ
ー
に
よ
る
と
、
そ
の
具
体
化
は
法
律
に
委
ね
ら
れ
て
は
い
て
も
、
私
法
の
基
本
原
則
の
保
護
で
あ
る
憲
法
の
実
質
的
内
容
を
、

(
お
)

ト
l
マ
は
誤
解
し
て
い
る
。
私
法
の
基
本
的
な
法
制
度
は
、
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
質
的
に
見
る
と
、
契
約

自
由
、
私
的
所
有
権
、
相
続
権
は
、
剥
奪
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
憲
法
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
将
来
の
立
法
の
方
針
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、

例
え
ば
、
私
的
所
有
権
を
完
全
に
社
会
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
憲
法
一
五
二
条
以
下
が
禁
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
契
約
自
由
、
私
的

所
有
権
、
相
続
権
、
婚
姻
の
保
護
、
親
権
は
、
私
法
の
五
つ
の
柱
で
あ
り
、
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
て
い
る
。
そ
の

細
部
を
法
律
で
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
存
在
の
否
定
は
憲
法
違
反
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
、
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
に
倣
っ
て

北j去55(5・69)1923



説

親
権
を
専
ら
国
家
に
対
す
る
両
親
の
義
務
と
し
た
り
、
要
扶
養
の
近
親
が
国
家
に
扶
養
請
求
で
き
る
代
わ
り
に
私
的
相
続
を
廃
止
す
る
こ
と

は
憲
法
違
反
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
権
た
る
私
法
制
度
全
体
の
廃
止
、
変
更
は
、
憲
法
体
系
の
素
乱
で
あ
り
、
憲
法
の
存
在
自
体
を
廃
棄

(
明
日
)

し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
b
)
以
上
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
、
基
本
権
と
し
て
の
保
護
を
受
け
る
相
続
制
度
を
具
体
的
に
探
求
す
る
の
が
、
ベ

l
マ
l
の
論
考
の
後

北法55(5・70)1924

呉 A

函岡

半
部
分

(B)
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
ベ

I
マ
l
は
、
あ
る
べ
き
相
続
法
で
は
な
く
、
現
行
の
相
続
法
、
し
か
も
、
憲
法
が
具
体
的
に
制
度

と
し
て
保
護
を
与
え
た
相
続
法
の
探
求
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
は
抽
象
的
に
相
続
権
を
保
護
し
た
の
で
は
な
く
、

憲
法
の
基
本
原
則
を
規
定
す
る
相
続
法
を
保
護
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
っ
、
そ
の
様
な
相
続
法
と
は
、
憲
法
が
制
度
的
に
保
障
す
る
、

私
的
所
有
権
、
契
約
自
由
(
処
分
権
の
自
由
)
、
婚
姻
の
保
護
、
私
的
家
族
と
一
体
を
な
し
て
価
値
体
系
を
構
成
す
る
私
法
制
度
と
し
て
の

(
鈎
)

相
続
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
意
味
で
の
相
続
法
は
、
一
方
の
、
遺
言
自
由
と
、
他
方
の
、
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
近
親
の
遺
産
へ
の

関
与
(
遺
留
分
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
家
族
財
産
は
個
人
財
産
に
解
体
さ
れ
、
限
嗣
相
続
(
明

EM--5ロ
E
S
W
O
B
Eロ)

は
憲
法
一
五
五
条
二
項
二
文
(
限
嗣
相
続
は
解
体
さ
れ
る
)
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
妻
の
財
産
に
対
す
る
夫
の
物
権
的
収
益
権
、
子
の
財
産

に
対
す
る
親
の
収
益
権
と
い
っ
た
、
家
族
財
産
の
物
権
的
な
拘
束
は
な
く
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
他
面
で
、
家
族
財
産
共
同
体
は
廃
止

さ
れ
て
も
、
全
く
家
族
の
拘
束
を
受
け
ず
に
個
人
財
産
が
利
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
、
生
前
に
は
、

血
族
扶
養
の
義
務
、
配
偶
者
聞
の
扶
養
義
務
、
妻
の
家
業
へ
の
協
力
義
務
、
娘
に
嫁
資
を
与
え
る
両
親
の
義
務
な
ど
の
、
債
権
的
な
請
求
権

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
ベ

l
マ
l
は
、
現
行
法
の
原
則
を
四
点
に
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(a)
財
産
権
そ
れ
自
体
は
、

個
人
に
帰
属
し
、
も
は
や
家
族
財
産
で
は
な
い
。

(
b
)
財
産
所
有
者
は
、
家
族
構
成
員
の
た
め
に
そ
の
処
分
権
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な

ぃ。

(
C
)

但
し
、
配
偶
者
、
お
よ
び
、
そ
の
第
一
は
、
未
成
年
の
未
婚
子
で
あ
る
が
、
直
系
血
族
は
、
財
産
に
対
し
て
一
定
の
債
権
的
請

(
幻
)

求
権
を
持
っ
て
い
る
。

(
d
)
夫
婦
と
直
系
血
族
を
除
い
て
は
、
家
族
の
財
産
法
的
影
響
は
も
は
や
存
在
し
な
い
、
で
あ
る
。



続
け
て
、

ベ
l
マ
l
は
、
ド
イ
ツ
の
相
続
法
は
ロ

l
マ
法
の
遺
言
自
由
と
ド
イ
ツ
法
の
家
族
財
産
の
妥
協
の
産
物
で
、
か
っ
、
以
上
の
生

前
の
財
産
法
の
模
写
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
、
被
相
続
人
の
生
前
処
分
は
自
由
だ
が
、
遺
留
分
に
よ
っ
て
近
親
に
は
、
財
産

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

に
対
す
る
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
分
与
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
遺
留
分
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
法
の
団
体
的
な
家
族
財
産
の
理
念
は
保

持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
個
人
的
財
産
秩
序
と
家
族
社
会
的
財
産
秩
序
と
い
う
、
対
立
す
る
世
界
観
の
調
整
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的

に
は
家
族
は
縮
小
し
て
お
り
、
遺
留
分
に
よ
っ
て
家
族
財
産
へ
の
関
与
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
配
偶
者
、
直
系
血
族
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

以
上
の
限
り
で
、
家
族
財
産
の
拘
束
、
な
い
し
は
、
遺
留
分
は
、
憲
法
以
外
の
法
律
に
よ
っ
て
は
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
憲
法
上
の
制
度
的

(
ロ
)
(
お
)
(
斜
)

保
護
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
相
続
法
の
規
定
は
、
通
常
の
法
律
に
服
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ベ

l
マ
l
の
結
論
で
あ
る
。

ベ
l
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
憲
法
一
五
四
条
に
い
う
相
続
権
は
、
憲
法
に
先
行
す
る
具
体
的
な
ド
イ
ツ
の
相
続
秩
序
で
あ
り
、

そ
れ
が
相
続
法
の
骨
格
と
な
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
憲
法
上
の
制
度
的
保
障
の
下
に
あ
り
、
憲
法
改
正
を
伴
わ
な
い
で
は
、
そ
の
変
更
、
廃

止
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
制
度
的
保
障
を
受
け
る
相
続
法
の
制
度
の
中
に
は
、
遺
言
自
由
と
家
族
財
産
と
の
妥
協
を
図
っ
た
遺
留
分
制
度

(
C
)

要
す
る
に
、

も
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
d
)
以
上
の
よ
う
な
ベ

l
マ
l
の
議
論
に
関
し
て
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ド

(
Z
R
E
s
t
5
0
-吉
弘
)

は
、
次
の
よ
う
に
、
そ
の
背
景
を
説
明
し
、

評
価
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
(
封
建
的
、
身
分
的
優
先
権
の
廃
止
に
対
す
る
抵
抗
の
表
現
で
あ
る
)
既

得
権
(
要
。

z
n
E
2
z
s
m
R
S
F』
5
5
舌
E
O
聞
広
三
は
新
し
い
所
有
権
の
秩
序
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
通
説
的
に
な
っ
て
い

た
。
但
し
、
個
人
の
財
産
の
公
用
徴
収
に
は
、
補
償
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
所
有
権
の
不
可
侵
性
(
巴
ロ
〈
REN--nz宮
田
門
)
を
保
障
し

た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
九
条
も
、
法
律
に
よ
る
所
有
権
の
侵
害
に
対
す
る
補
償
は
現
行
法
の
原
則
で
は
な
く
、
「
必
ず
し
も
そ
れ
に
応
じ
る
こ

と
は
で
き
ず
、
必
ず
し
も
応
じ
る
べ
き
と
は
い
え
な
い
立
法
政
策
上
の
要
請
に
す
ぎ
な
い
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
以
上
を
受
け
て
規
定
さ

北法55(5・71)1925

れ
た
の
が
、
所
有
権
の
内
容
と
限
界
は
法
律
が
定
め
る
と
し
た
、

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
五
三
条
の
所
有
権
の
保
障
の
規
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、



説~.6‘ 
厄岡

性
格
を
強
調
す
る

の
関
与
も
定
め
ら
れ
た
(
憲
法
一
五
四
条
)
。

ラ
イ
ヒ
の
法
律
が
別
段
の
規
定
を
お
か
な
い
場
合
は
、
公
用
徴
収
は
補
償
を
伴
う
と
し
(
憲
法
一
五
三
条
二
項
二
文
)
、
所
有
権
の
義
務
的

(
憲
法
一
五
三
条
三
項
)
憲
法
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
も
、
相
続
は
法
律
の
基
準
に
従
っ
て
保
障
さ
れ
、
国
家
の
相
続
へ

北j去55(5・72)1926

つ
ま
り
、
既
得
権
の
社
会
化
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
イ
マ

l
ル
期
の

現
実
の
国
家
運
営
は
、
そ
の
様
に
は
展
開
し
な
か
っ
た
。
そ
の
方
向
性
を
決
定
し
た
の
が
、
マ
ル
テ
イ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ

(
Z
E
S
君
。
弓
)

の
論
文
で
あ
る
。
ヴ
オ
ル
フ
は
、
所
有
権
を
確
た
る
論
証
も
な
く
、
全
て
の
財
産
権
(
債
権
、
株
式
、
物
権
、
特
許
権
)
に
拡
大
し
、
か
っ
、

私
的
所
有
権
は
法
制
度

(
m
R
Z
E邑
門
主
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
所
有
権
に
制
度
的
保
障
を
与
え
る
こ
と
で
、

当
時
の
公
法
上
の
通
説
と
は
反
対
に
、
憲
法
の
改
正
な
し
に
は
、
制
度
的
保
障
を
受
け
た
私
的
所
有
権
を
改
変
、
廃
止
で
き
な
い
と
主
張
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
当
時
の
政
治
的
環
境
か
ら
は
、
憲
法
改
正
に
必
要
な
コ
一
分
の
二
の
多
数
を
集
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

以
上
の
ヴ
オ
ル
フ
の
見
解
を
相
続
法
の
分
野
で
具
体
化
し
て
展
開
し
た
の
が
、
ベ

l
マ
ー
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
公
法
の
通
説
で
あ
る
、

相
続
法
の
内
容
に
も
国
家
の
相
続
へ
の
関
与
に
も
立
法
者
は
フ
リ

l
ハ
ン
ド
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
に
反
論
す
る
の
が
、
ベ

l
マ
l
の

(
お
)
(
お
)

主
張
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

但
し
、
以
上
の
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
別
に
、
遺
留
分
が
相
続
法
の
骨
格
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ

l
マ
l
の
主
張
は
、
相
続
法
、

遺
留
分
が
私
法
秩
序
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
十
分
な
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
在
の
基
本
法
を
も
対
象
と
す
る
遺
留
分
の
存
在
論
、
立
法
論
議
で
も
、
ベ

l
マ
l
の
見
解
は
、
通
説
の

(
幻
)

出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。

(
3
)
以
上
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
の
評
価
に
関
し
て
は
、
前
掲
四
.
注

(
M
M
)
O円
円

pso--
∞
・
凶
白
内
向
・
を
参
照
。

(
4
)
以
下
の
決
定
、
及
び
、
財
産
税
の
違
憲
性
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
(
回
〈
伺
『
自
開

3
・
-
M
ご
に
関
し
て
は
、
谷
口
勢
津
夫
「
財
産
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評
価
の
不
平
等
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

2
つ
の
違
憲
決
定
」
税
法
学
五
三
三
号
一
五
三
頁
以
下
、
中
島
茂
樹
、
三
木
義
一
「
所

有
権
の
保
障
と
課
税
権
の
限
界
l
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
財
産
税
・
相
続
税
違
憲
決
定
」
法
時
六
八
巻
九
号
四
七
頁
以
下
に
、
さ
ら
に
、

後
者
に
関
し
て
は
、
中
島
茂
樹
「
拓
課
税
権
と
所
有
権
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
粟
城
詩
夫
・
戸
波
江
二
・
石
村
修
編
集
代
表
『
ド

イ
ツ
の
憲
法
判
例
』
(
信
山
社
・
一
九
九
九
年
)
二
八
九
頁
以
下
に
、
税
法
の
視
点
か
ら
の
詳
細
な
紹
介
・
検
討
が
あ
る
。
特
に
後
者
の
決
定
は
、

期
待
可
能
な
収
益
に
対
す
る
総
税
負
担
が
私
人
と
国
家
の
問
で
半
々
に
近
い
状
態
と
な
る
の
が
課
税
の
限
界
で
あ
る
な
ど
と
判
示
し
て
お
り
、

租
税
法
上
は
重
要
な
判
決
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
の
問
題
に
直
接
関
係
し
な
い
た
め
紹
介
を
省
略
す
る
。

(
5
)
例
え
ば
、

g
ュn
v
z
g
p
z
a即
日
司

EnEm--∞S
n
z
g広島田山
E
m
Z
E
E加
RYN一同〈
Nog-
∞
-NSR-M-NUO
を
参
照
。
さ
ら
に
、
。
m岳
民

-a
。
5
・
d
B

全

m
N
E
E
D
D
a明印刷》
E
n
Z
E
Z
B
S
F
N問〈

-
3少
ω
'
H
3
F
∞・

3
a
も
、
民
法
の
相
続
法
の
方
針
と
全
く
矛
盾
す
る
相
続
税
法
と
い
う
の
は
疑
問
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
但
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
相
互
間
で
必
ず
し
も
一
貫
し
な
い
点
は
、
前
掲
凹
.
注
(
泣
)
。

5
・

s。
よ
∞
-
M
訟
を
参
照
。

(
6
)
例
え
ば
、
回
5
5
0
2
5
0
E
$
4
0
2
Z
E
E
-
E
N呂
田
n
Z
E
m
g
g
n
昨:-四
m
E
2
2
a仙
沼
田
同
E
S
E
-
司
(
E
B
E
E
S
-
-
5
5
Z
)唱

回。ロ色
21F刊
岱

M。。
0
・回

-Ha『目1
・・回
-MM-

(7)
本
決
定
の
一
評
釈
で
あ
る
、
者
同
-
円
相
司
円
2
8
m
F
苫
FnEm--回
目
ロ
訂
正
吾
口
問
∞
m
a
E
n
E
n
F
接
出
凶
M
R・
図
。
∞
〈
町
民
陪
回
目
巴
ロ
加
2
E
E
m
R
Y
Z』巧
MOO--
∞
--M2・

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
憲
法
異
議
申
立
を
却
下
し
た
点
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
憲
法
異
議
申
立
が
「
基
本
的
な
憲

法
上
の
意
義
を
欠
く
」
と
し
た
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
民
法
二
三
三
三
条
以
下
の
遺
留
分
剥
奪
事
由
が
遺
留
分
権
利
者
の
地
位
を
憲

法
に
則
し
た
形
で
制
限
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
っ
、
裁
判
所
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
憲
法
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
は
、
憲
法
判
断
が
一
不
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ラ
イ
ス
ナ
l
は
、
遺
留
分

の
維
持
と
廃
止
の
論
拠
を
示
し
た
上
で
、
親
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
の
絶
え
た
子
の
遺
留
分
の
剥
奪
の
可
能
性
の
拡
大
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

回
同
宮
g
o
gロ
R'FBFe
同》
mtnZ月四己的円四口
Z
E口内田浬
t
n
Z円
a-82NF伸
FEE加
さ
『

ι
g
d
司
H
A

民間同田口
ι
|
切開『回目矢口同】問釦ロ
EEFn宮内同
mw
出切切開
nF一
ロ
回
国
開
明
色
町
田
切
〈
町
民
。

5
5
凶。・∞
-Mcool-
司
NC。
ァ
∞
-
a
R
も
本
決
定
を
契
機
と
す
る
解
説
だ
が
、
基
本
的
に
は
リ

l
プ
の
他
の
論
考
と
同
様
に
遺
留
分
制
度
自
体
を

批
判
す
る
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

加
え
て
、
本
判
決
を
解
説
す
る
、
公
証
人
の
マ
イ
ヤ

l
(
Z
3
2
)
は
、
遺
留
分
条
項
に
も
見
る
よ
う
に
、
遺
留
分
の
主
張
を
防
ぎ
た
い
被
相

続
人
は
多
い
の
だ
が
、
依
然
と
し
て
遺
留
分
の
合
憲
性
は
不
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
防
法
学
が
重
要
だ
と
強
調
し
て
い
る

o
Eお

z
a
R
北法55(5・73)1927



説

当相昨円相『
FHEEロ加。
E
皆
同
伺
回
〈
刊
号
箆
円
四
回
国
聞
き
ロ
叶
町
田
丘
町
民
『
gFORE=nH司
町
民

nFRm-rBnz・
N
m〈
M000・臼・品品、立・

(
8
)
例
え
ば
、

F
S
-
F
玄
E
n
s・-moss-
官
当
凶
ゆ
河
口

-Z-uzgp
∞
g
z
e
a
q
-
-円。
B
戸
〈
2
Z
B
N
E
諒
出
S
R
-
m
E
-
己
u前
掲
二
.
注

(
5
)
ぞ
叩
長
'

B
E
R
g
o
-
-
∞・
3
同
・
を
参
照
。

(9)
同
h
e
a
p
〉ロ自由円
E
a
-
同
N
3
2
-
∞一・斗
OOR--
∞
勺
{
)
五
は
、

2
.
(
2
)
①
B
G
H
判
決
の
評
釈
だ
が
、
判
決
の
結
論
自
体
は
支
持
し
、
か
っ
、

現
行
法
の
解
釈
態
度
と
し
て
は
別
だ
が
、
特
に
成
年
子
の
親
に
対
す
る
扶
養
の
必
要
が
な
い
局
面
で
は
、
親
の
遺
言
自
由
と
遺
留
分
の
関
係
が

見
直
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
提
言
し
て
い
る
。

(
叩
)
前
掲
注

(
6
)
U
Eロ
R
'
E
S・
8
。・・∞・

3

(日

)
E
g
F
R
o
-
2
2
H
n
z
Z
E
B
E
R
E
m
-
-
w
N寄
3
S・
M-MO月

(
ロ
)
前
掲
注

(
5
)
。同時
P
S
0・嶋田・
3hv-
オ
ツ
テ
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の
文
言
は
、
相
続
権
の
内
容
と
制
限
を
法
律
が
定
め
る
で
あ
り
、

民
法
二
三

O
三
条
以
下
の
規
定
が
制
限
を
具
体
化
し
て
い
る
以
上
、
ま
と
も
に
反
論
す
る
必
要
も
な
い
と
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

gcn宮ア

喝邑
nZSF}2mコ刊ロロロ伺
SE『n
z
ι
S
F
S
ι
5コ田
nF国片言。
nF同一
m
g
「
α凹
EE個別〈。『回円宮田凹
ι
z
o加
押
な
お
E
P
明
白

g
m
N
-
3凶咽臼・ロ
E
4「ア
ω
-
M
2
咽
〉
ロ
ヨ
・
凶
は
、

基
本
法
の
理
解
と
し
て
、
実
に
皮
相
な
見
解
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
日
)
。

5
・曲目。
-
w

臼・

3
凶@〉ロ
B
・M
-

ペ
ト
リ
は
、
地
方
法
は
法
定
相
続
か
遺
言
相
続
し
か
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
様
な
地
方
法
は
存
在
し
な

い
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
比
)
前
掲
注
(
ロ
)
印
g
n
r戸

8
9・
〉
ロ
ヨ
・
凶
は
、
ペ
ト
リ
の
見
解
は
、
職
業
に
と
ら
わ
れ
た
、
一
面
的
な
見
解
に
過
ぎ
な
い
。
か
っ
、
一
九
七
三
年

の
ド
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
で
の
ド
イ
ツ
公
証
人
大
会
で
も
、
遺
留
分
を
廃
止
す
る
提
案
は
退
け
ら
れ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
同
ド
イ
ツ
公
証
人
大
会
で
も
、
公
証
人
の

E
5
2
は
、
夫
婦
が
共
同
遺
言
(
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
)
で
双
方
を
単
独
相
続
人
指
定
し

た
際
に
、
子
の
遺
留
分
に
つ
い
て
助
言
す
る
と
、
両
親
は
驚
樗
す
る
と
い
う
公
証
実
務
の
経
験
を
紹
介
し
て
、
扶
養
の
必
要
が
な
い
場
合
の
遺

留
分
の
廃
止
を
提
案
し
て
い
る
(
前
掲
四
.
注
(
部
)
を
参
照
)
。

さ
ら
に
、
ペ
ト
リ
の
論
考
に
対
し
て
は
、
公
証
人
の
シ
ア

l
も
、
反
論
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ

て
い
る
。
ま
ず
、
遺
産
に
は
自
分
で
稼
い
だ
他
に
、
先
祖
伝
来
の
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
で
婚
姻
し
、
婚
姻
関
係
か
ら
の
子
が
い
な
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
血
縁
の
な
い
者
に
相
続
さ
せ
る
場
合
が
あ
り
、
以
上
の
場
合
に
遺
留
分
を
認
め
る
べ
き
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

離
婚
、
再
婚
も
多
く
、
家
族
関
係
は
安
定
し
て
い
な
い
。
現
在
で
も
様
々
な
手
段
で
、
遺
産
が
法
定
相
続
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
遺
留

論

北法55(5・74)1928 



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

分
を
廃
止
す
る
な
ら
、
嫡
出
子
に
も
非
嫡
出
子
の
よ
う
な
相
続
代
償
請
求
権
を
与
え
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
は
所
有
権
の
自
由
に
抵
触
す
る
可
能

性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
の
規
定
は
合
憲
で
、
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
で
あ
る

o

Eロ
中
田
町
宮
耳
切
n
Z
2・
0
5
3
R
Z
N
E
5
3
E
H苦広場

N
m
]
V
H喧
喧

h
f
臼・

AFC-

(日

)
E
2
2
出

g
ュn
F
U肺門
5
R円
S
E
E
S
-
E
R
E
Z均四
nEF
田町
n
F
N
o
g
-
∞
¥
五
・
は
、
遺
留
分
の
廃
止
を
訴
え
る
講
演
だ
が
、
遺
言
自
由
と
並
ん
で
、

遺
留
分
が
基
本
法
の
保
護
を
受
け
て
い
る
か
は
未
決
定
で
あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
答
え
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

0
5・
a巴
・
列
。

E
P

}
M
-
〉ロコ・
2

ヨM
)
・
巴
ロ
-
-
N
ロ
ゼ

S
N
∞
。
∞
-
m
E
h
は
、
基
本
法
の
相
続
の
保
護
は
、
遺
言
自
由
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
に

止
ま
る
。

(

凶

)

』

E
S
百
三
mr昌
子
。
E
E
m町
田
伯
尚
関
。
E
S
S
E
d
E
-
F
Z
0
2
0
5
2
B
a
t
-
玄
。
芦

-3a-
〉ロ
-
E・
E
-
U∞
R
以
上
に
加
え
て
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン

ト
は
、
第
四
九
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
も
、
遺
留
分
の
廃
止
の
提
案
は
否
決
さ
れ
た
が
、
提
案
自
体
が
憲
法
違
反
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘

し
て
い
る
。

so--pd・3
・〉ロ
B
N
a
品
・
な
お
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
の
以
上
の
よ
う
な
見
解
は
、
基
本
法
一
四
条
の
相
続
権
の
保
障
は
、
民
法
典
に
表

現
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
相
続
法
の
原
理
が
憲
法
秩
序
の
本
質
的
部
分
を
構
成
し
、
か
っ
、
そ
の
限
り
で
は
憲
法
の
改
正
な
し
に
は
改
正
で
き
な
い

と
い
う
、
通
説
の
淵
源
で
あ
る
ベ

l
マ
l
の
所
説
仁
対
す
る
懐
疑
的
な
観
察
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
は
、
本
文
で

後
述
。

(
口
)
前
掲
注

(
5
)
白血回目
-
S
9・∞
-
M
U
O
を
参
照
。
但
し
、
血
族
相
続
、
遺
留
分
が
基
本
法
の
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
論
証
で
基
本
法
六
条
が

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
後
述
(
本
文
)
。

(
同
)
例
え
ば
、
思
ユ
を
内
F
E
R
-
g
E
z
e口開。?関
o
g
p
-
M
-〉ロコ
J

回目
-NZmM凶C
P
河口・

MM
を
参
照
。
さ
ら
に
、
仮
に
被
相
続
人
の
死
後
の
相
続
人
の
経

済
状
態
を
国
家
が
保
障
し
た
場
合
は
、
基
本
法
六
条
に
よ
っ
て
家
族
相
続
、
遺
留
分
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
す
る
、

2
2
p
r
R
E

個目ナ関
O
B
B
-
己
〉
巳
戸
田
口
-NE
開『耳目

n
E・
E-斗
も
参
照
。

(
問
)
前
掲
四
注
(
却
)
の
2
g
p
s
o
-
-
∞
-a-

(
却
)
基
本
法
六
条
に
い
う
「
家
族

(EE--o)
」
と
は
、
原
則
的
に
未
成
熟
子
と
両
親
の
共
同
体
で
あ
る
「
核
家
族

(
P
E
p
s
-
r
)
」
を
意
味
し
、

大
家
族
(
。
S
O
S
-
s
g
'
C
8国
内
田

EZO)
は
含
ま
な
い
と
い
う
の
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、

5
2
守
回
目
P
印
門
白
書
円

R
E
-
-

3
2ロ
emnzm)・凶・〉ロ
p
z
n
F
H刊号
S
F
N
o
o
o・

r-出
品
を
参
照
。
し
か
し
、
多
く
の
学
説
は
、
家
族
保
護
は
親
族
連
帯
の
保
護
で
も
あ
る
か
ら
、

必
ず
し
も
核
家
族
に
「
家
族
」
を
制
限
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
。
同
門
町
民
己
安
}σ
宮

F
図。
=
=
R
C
E
E
m何回開問
N
穴。
E
S
S
E
-
北法55(5・75)1929



，.，語、
師岡 説

〈
-
冨
包
問
。
}
仏
門
¥
白
色
口

¥MER-P
切
乱
・
戸
弁
〉
巴
泊
二
〉
『
門
-a・河口・∞
aRhFAMrs-P
〉ロ呂町『片ロロ
m-し
『

N
-沼市
V0・∞
-J30R-M吋
{)NU
河。-『。
a
R
E口
24
。
E
ロ仏関町田町内
N

国
内

O
B
B
O
E
R
-
回仏・戸出。『由同

0
5
2・Y
向

O
F
F
-
3
a
-
〉
3
・a
-
m
p凶
。
を
参
照
。

(
れ
)
例
え
ば
、
。
2
0
0
8
2
Z
S
F
切。ロロ
q
c
a
E加開田町四
N
択
。
ョ
B
E
E
-
品・〉口出・・〉ロ
-
Z咽同
g
-
u
E『円一

Z
S
T
p
g
o
n宮
F
U
E
。
E
E
B
n
Z
N
z
q
g
p

d
〈
沼
署
叫
喧
@
∞

M
E
R
-
∞
-
M
M
R

さ
ら
に
、
被
相
続
人
の
生
前
処
分
の
自
由
、
及
び
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
は
家
族
関
係
は
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
基
本
法
六

条
は
遺
留
分
の
根
拠
と
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
、
前
掲
注

(
9
)
F
2
h
V
0
5・
8
9・
的
・
吐
き
、
及
び
、
今
日
で
は
遺
留
分
は
家
族
保
護
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
、
基
本
法
六
条
と
遺
留
分
の
関
係
が
そ
れ
ほ
ど
に
緊
密
で
あ
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
と
す
る
、
出
回
目
T

盟
国
回
全
口
明
白
'

関
ogs--M-〉
z
p
〈。号町四国

NE
議
出
C
U
R・咽河口
-
E
も
参
照
。

(
辺
)
。
刊
号
静
岡
色
。
ロ
p
g
g
aロ
加
刊
?
関
OES--M-〉
口
出
・
・
目
=
-
N
E
E
-
唱
NMR--
河口

-S-

(
お
)
例
え
ば
、
民
自
由
回
g
p
凹
号
司
開
門
戸
内
包
出
3
E
S
P
-品・〉
E
P
河口
-EU
閉山回目口町『明
SEW-
玄白白
nF'開
。
百
戸
凶
・
〉
ロ
戸
協
出
己
回
。
戸

m
p
-
を
参
照
。
但

し、

F
2
5
0訂
¥
E
R
-亡
国
g
M
g
z
a
p
c
g
E寝泊
3
2
0
Z
B
Z
こ
3
3・
0
5
臼町
F
E
Z
-
〉
2
・
E
岡
山
口
・
]
。
土
問
な
ど
は
、
家
族
相
続
、
な
い
し
は
、

遺
留
分
が
基
本
法
六
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
に
関
し
て
若
干
懐
疑
的
で
あ
る
。

(
出
)
国

g
?』
E
G
S
M
M曲目出
2
・
F由
2
ロ
ミ
ロ
位
円
高
、
甲
山
町
『
NOm¥印
nFo-N・。
E
E明白目見
N
開。
B
B
O
E
R
Q
Z
E
N
O
C
M
)唱〉ユ

E
-
mロ・出唱『

(
お
)
唱
曲
立
2
・
8
。・・〉ロ

-E-
河口・凶

2
『・

(
お
)
前
掲
二
.
注

(
5
)
君。『
W
E
E
-
-
2
4
8。
・
岨
回
・
出
・
以
上
の
意
味
で
、
例
え
ば
、
遺
留
分
と
基
本
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
基
本
法
一
四
条
一
項
を

あ
げ
、
婚
姻
と
家
族
の
保
護
が
遺
産
へ
の
最
低
限
の
関
与
を
要
請
す
る
と
説
き
な
が
ら
、
基
本
法
六
条
を
あ
げ
て
い
な
い
、

E
ロ
畑
町
¥
関
z
n
Eロwmw

円急円
Z
n
E
色
町
田
即
σ8nFHF
回目
n
F
凶
・
〉
己
コ
・
(
-
温
3
・
mNFn)
を
参
照
。

(
幻
)
ワ
イ
マ

I
ル
憲
法
一
五
二
条
と
一
五
三
条
も
、
以
下
に
訳
出
し
て
お
く
。

一
五
二
条
【
契
約
自
由
】

一
項
一
経
済
取
引
で
は
、
法
律
の
基
準
に
従
っ
て
、
契
約
自
由
が
効
力
を
持
つ
。

二
項
一
塁
本
利
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
。
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
。

一
五
三
条
【
所
有
権
の
自
由
】

一
項
一
所
有
権
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
と
限
界
は
、
法
律
が
定
め
る
。

北r去55(5.76)1930



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

二
項
一
公
用
徴
収
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
か
っ
、
法
律
に
基
づ
い
て
だ
け
行
わ
れ
る
。
ラ
イ
ヒ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
な
い
と

き
は
、
適
正
な
補
償
と
引
換
に
公
用
徴
収
は
行
わ
れ
る
。
ラ
イ
ヒ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
補
償
の
額
が
争
わ
れ
た
場
合
は
、

通
常
裁
判
所
へ
の
訴
願
が
可
能
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
州
、
市
町
村
、
及
び
、
公
益
法
人
に
対
す
る
公
用
徴
収
は
、
必
ず
補
償
を
伴
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

三
項
一
所
有
権
は
義
務
を
伴
う
。
所
有
権
の
行
使
は
、
同
時
に
公
共
の
最
善
の
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
お
)
。
g
g〈
∞
。
伺
『
自
由
戸
開
号
『
白
口
F円
二
口
出
向
吉
田
穴
E
z
f宮
丘
町
可
(
出
『
間
関
-
Y
0
5
0
2
E『m
n
Z白
E
E
。
ョ
E
-
u
E
n
F
gロ込町『

moFnF凹〈町民同開閉
Eロ加
e

関門田

E
-

閉
山

2
2
2
因。
σσgm-
石凶()・(切口ユ
-
u
S
F
S斗凶)咽印
-MUOR--
∞-M凶{)叫『・

(
却
)
回
。
S
S
R
-
8
9
・∞
MUU弓

(
却
)
回
8
F
B
O
P
8
9
・∞
-MSR-

(
出
)
切
C
伺

z
n
g
p
s
o
-
-
∞
MmXFR

(
泣
)
切
。
開

E
E
R
g
o
-
-
∞-NJ
ニ
R

(
お
)
以
上
に
続
け
て
、
ベ

l
マ
l
は
、
所
有
権
の
制
限
が
公
的
利
益
か
ら
行
わ
れ
る
か
、
私
的
利
益
か
ら
か
で
、
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
の

憲
法
秩
序
の
違
い
が
あ
る
と
指
摘
し
(
回
g
y
E
R
g
o
-
-
∞-
N
S
R
)
、
さ
ら
に
、
国
家
の
相
続
へ
の
関
与
が
以
上
の
相
続
権
の
制
度
的
保
障
を
損

な
わ
な
い
限
り
で
可
能
だ
と
論
じ
て
い
る
(
図
。
S
E
R
g
o
-
∞-M
ゴ司目
)
o

但
し
、
ベ

i
マ
l
の
論
考
の
中
で
間
違
い
な
く
今
目
的
意
味
が
あ
る

の
は
、
血
族
相
続
、
遺
留
分
の
制
度
的
保
障
に
関
す
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

(
鈍
)
以
上
の
他
に
、
ベ

l
マ
ー
が
、
自
説
を
展
開
し
て
い
る
の
が
、
。
5
Z〈回
o
s
s
R
即
耳
切
n
Z一E
Z
E自由
g
'
Z
3恒三
a
'
W
Z
5
2
2ヨ開
Y
0
5

。
ョ
ロ
島
町
nE再
開
(
白
血
口
己
σ
z
n
Z
R同町『叶
z
g
E刊

E=ι
司
包
凶
回
目

ι
R
O
E
E舎
nnzn)4
回
仏
国
4
0ロロロ
r
q
h
w
E
E
B
Z
2・
3
2
4
印・品。

-
R一
回
。
mzgmp

白
押
印

E
F口間四『'国内
O
E
5・
ご
〉
ロ
コ
・

(
3
2
)温
四
三
N
Z
F
V吋
叩

nzf
掛
川

-
E
E
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
基
本
法
下
で
も
、
従
前
の

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
下
の
制
度
的
保
障
が
、
遺
留
分
を
含
む
相
続
法
の
骨
格
と
な
る
制
度
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
変
更
、
廃
棄
は
、
基
本
法
の
改
正

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
確
認
し
て
い
る
。
前
者
で
、
べ

l
マ
l
は
、
基
本
法
一
四
条
は
ワ
イ
マ

1
ル
憲
法
一
五
三
条
、
一
五
四

条
と
異
な
っ
て
、
所
有
権
の
保
障
と
相
続
権
の
保
障
と
を
一
つ
の
条
文
に
ま
と
め
た
が
、
そ
の
こ
と
で
内
容
的
な
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
五
四
条
は
、
「
国
家
の
相
続
へ
の
関
与
は
法
律
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
表
現
が
基
本
法

で
は
脱
落
し
、
「
内
容
と
限
界
は
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
た
。
従
来
は
、
憲
法
上
の
(
制
度
的
)
保
障
百
四
者
同

Z
0
5
5伺
)
と
法
律

北法55(5・77)1931 



説5辺h
u岡

の
留
保
百
冊
目

2
2
5『F
O
F
包
円
)
の
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
基
本
法
で
は
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
の
保
障
の
法
律
の

留
保
へ
の
優
先
は
明
か
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
憲
法
以
外
の
連
邦
法
、
及
び
、
ラ
ン
ト
の
法
に
よ
っ
て
は
、
民
法
典
の
相
続
法
の
本
質
的
内
容

を
損
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
、
と
し
て
い
る
(
印

-s-R)o
そ
れ
に
続
い
て
、
憲
法
に
よ
る
制
度
的
保
障
を
受
け
る
ド

イ
ツ
相
続
法
の
本
質
的
内
容
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
(
回
・
士
。
R)0

ち
な
み
に
、
以
上
の
ベ

l
マ
l
の
論
考
は
、
諸
処
で
、
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
の
法
令
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
、
基
本
法
の

保
障
す
る
私
法
制
度
の
本
質
的
内
容
と
は
折
り
合
わ
な
い
と
繰
り
返
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
ワ
イ
マ

l
ル
期
の
公
法
の
通

説
に
は
反
対
だ
っ
た
点
を
考
え
る
と
、
ヴ
オ
ル
フ
と
と
も
に
、
ベ

l
マ
l
の
議
論
は
、
社
会
主
義
に
対
決
す
る
、
民
法
典
に
表
現
さ
れ
た
従
来

の
社
会
構
造
の
護
教
諭
だ
と
評
価
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ベ

i
マ
l
の
説
く
よ
う
な
私
法
制
度
の

基
本
と
な
る
本
質
的
内
容
を
解
体
し
て
し
ま
え
ば
、
私
法
の
世
界
は
完
全
な
ア
ナ
ー
キ
ー
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ベ

l
マ
!

の
所
説
は
、
間
違
い
な
く
今
日
的
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
と
許
価
で
き
る
と
考
え
る
。

(
お
)
前
掲
注
(
日

)5-ESO--E・E
・
E
-
M
R
だ
か
ら
、
以
上
の
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ド
の
説
く
「
所
有
権
の
不
可
侵
」
か
ら
「
(
財
産
権
一
般
に
拡

大
さ
れ
た
)
所
有
権
の
保
障
」
と
い
う
議
論
の
推
移
を
戯
固
化
す
る
と
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
影
響
を
受
け
た
社
会
主
義
化
に
反
対
し
て
、
既
得

権
を
擁
護
し
た
の
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
と
ベ

l
マ
ー
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ

1
ラ
ン
ド
の
所
有
権
、
相
続
権
の
制
度
的
保
障
に
対

す
る
経
緯
の
説
明
(
理
解
)
が
、
遺
留
分
に
対
し
て
は
基
本
法
一
四
条
は
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
、
先
に
見
た
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ド
の
見
解
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
お
)
特
に
、
ヴ
ィ

l
ラ
ン
ト
と
の
関
係
で
、
憲
法
上
の
制
度
的
保
障
論
に
関
し
て
は
、
石
川
健
治
『
自
由
と
特
権
の
距
離
!
カ

l
ル
・
シ
ユ
ミ
ツ

ト
「
制
度
的
保
障
」
論
・
再
考
』
(
臼
評
・
一
九
九
九
年
)
が
非
常
に
詳
細
で
あ
る
。
本
稿
と
の
関
係
で
も
、
特
に
、
三
一
頁
以
下
、
一
ム
ハ
六
頁

以
下
の
記
述
は
、
非
常
に
重
要
、
か
っ
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
公
法
上
の
議
論
で
の
「
制
度
的
保
障
」
に
関
し
て
も
、

同
書
二
貝
以
下
、
及
び
、
二
四
一
頁
以
下
の
記
述
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
特
に
、
「
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
が
、
中
世
的
な
多
元
主
義
国
家
H

団
体

国
家
で
も
現
代
的
な
「
経
済
民
主
化
」

H
労
働
組
合
国
家
で
も
な
く
l
い
ず
れ
も
「
特
権
」
の
体
系
で
あ
る
、
近
代
的
な
市
民
的
法
治
国
家

と
普
遍
的
な
自
由
の
体
系
を
選
択
し
た
こ
と
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
新
旧
い
ず
れ
の
特
権
の
体
系
H
団
体
主
義
国
家
の
い
ず
れ
に
も
転
化
し
う

る
条
文
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
卵
の
喰
え
の
如
く
、
憲
法
典
に
は
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
条
項
は
、
隙
あ
ら
ば
下
克
上
を

起
こ
し
か
ね
な
い
「
連
結
的
・
補
充
的
制
度
」
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
透
し
を
抱
き
つ
つ
|
自
由
か
ら
特

北法55(5・78)1932



権
へ
の
距
離
は
近
い
l
、
「
自
由
」
の
体
系
の
古
典
的
フ
ォ
ル
ム
を
再
現
す
る
議
論
が
、
制
度
的
保
障
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
が
、

「
制
度
的
保
障
論
」
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
基
本
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
」
(
二
四
四
頁
以
下
)
な
ど
は
、
非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
、

ド
イ
ツ
の
遺
留
分
に
関
す
る
憲
法
上
の
制
度
的
保
障
と
の
関
係
で
は
、
本
稿
の
目
的
か
ら
は
、
本
稿
の
記
述
で
十
分
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
、
及
び
、

わ
が
国
で
の
公
法
上
の
制
度
的
保
障
論
の
問
題
に
関
し
て
は
(
石
川
、
特
に
、
二
一
八
頁
以
下
を
参
照
)
、
こ
こ
で
言
及
す
る
必
要
は
な
い
で
あ

ろ、っ。

(
幻
)
以
上
と
の
関
連
で
、
前
掲
注
(
お
)
(
お
)
(
お
)
の
記
述
も
参
照
。

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

4
.
遺
留
分
に
関
す
る
最
近
の
法
改
正
論
議

(
1
)
従
前
か
ら
の
改
正
提
案
と
最
近
の
改
正
提
案

以
上
の
三
.

四
・
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
従
前
か
ら
遺
留
分
の
部
分
的
な
改
正
は
、
数
多
く
提
案
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
に

関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
最
近
で
も
、
(
通
説
的
見
解
・
判
例
で
は
、
遺
留
分
に
は
憲
法
上
の
制
度
的
保
障
が
与
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
)
遺
留
分
を
完
全
に
廃
止
し
て
し
ま
う
と
い
う
提
案
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
幾
つ
か
の
間
題
点
に
関
し

て
、
現
行
遺
留
分
制
度
の
不
都
合
を
除
こ
う
と
い
う
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
但
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
最
近
の

(
予
防
法
学
的
な
)

死
因
・
生
前
処
分
の
盛
行
と
共
に
、
従
来
か
ら
の
改
正
提
案
が
、
法
定
相
続
か
ら
遺
留
分
に
移
行
し
、
か
っ
、
後
者
に
関
す
る
提
案
が
ま
す

ま
す
極
端
化
し
て
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
現
行
法
の
解
釈
上
の
問
題
を
指
摘
し
た
上
で
、

遺
留
分
の
部
分
的
な
法
改
正
を
説
く
、
シ
ユ
ル
タ

l

(
者
g
E
a
ω
n
y
g
g
)
の
議
論

(
2
)
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
最

近
の
法
改
正
の
動
き
を
良
く
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
二

0
0
0
年
一
一
月
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
公
証
人
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

議
論
で
の
遺
留
分
の
改
正
提
案
を
紹
介
し
た
い

(
3
)
。
そ
の
上
で
、
最
後
に
、
時
期
的
に
最
も
新
し
く
、
か
っ
、
従
来
の
議
論
を
包
括
的

に
検
討
し
た
上
で
、
遺
留
分
の
存
在
論
を
展
開
し
て
い
る
オ
ツ
テ
百
四
号
同
色

9
8
)
の
見
解

(
4
)
を
紹
介
す
る
と
い
う
順
序
で
、
最
近

北法55(5・79)1933



説

(
お
)

の
法
改
正
論
議
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

論

(2)
シ
ユ
ル
タ

l
の
見
解

jヒ法55(5・80)1934

①
シ
ユ
ル
タ
l
は、

B
G
B
の
立
法
時
と
は
異
な
り
現
在
で
は
、
農
業
社
会
の
生
産
家
族
か
ら
消
費
家
族
に
変
化
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、

社
会
国
家
が
実
現
さ
れ
、
相
続
は
扶
養
の
た
め
で
は
な
く
、
単
な
る
財
産
形
成
の
機
会
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
遺
留
分
の
法

改
正
の
妥
当
性
を
問
い
直
し
て
い
る
。
但
し
、
具
体
的
な
改
正
を
論
じ
る
前
に
、
シ
ユ
ル
タ

l
は
現
行
法
の
解
釈
の
問
題
点
を
点
検
し
て

(
ぬ
)
い
る
。②
そ
の
具
体
的
な
叩
き
台
と
し
て
、
シ
ユ
ル
タ

l
は
、
判
例

(
B
G
H
)
は
、
遺
言
自
由
の
た
め
に
遺
留
分
を
制
限
す
る
努
力
を
払
わ
ず
、

却
っ
て
、
そ
の
方
向
性
は
反
対
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

B
G
B
の
立
法
者
は
、
遺
留
分
は
扶
養
を
目
的
と
す
る
と
考
え
て
い
た
。

B
G
H
は
、
遺
族
は
遺
産
へ
の
分
け
前
を
持
ち
、
か
っ
、
遺
留
分
は
基
本
法
六
条
一
項
と
一
四
条
一
項
の
保
護
下
に
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
法
一
四
条
一
項
は
、
相
続
の
期
待
で
は
な
く
、
既
に
得
ら
れ
た
も
の
を
保
護
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し

(ω) 

た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
問
題
を
考
え
直
す
と
、
法
解
釈
も
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
、
以
下
の
よ
う
な

そ
れ
に
対
し
て
、

論
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

(a)
民
法
二
三
三
三
条
以
下
の
要
件
が
備
わ
れ
ば
、
被
相
続
人
は
相
続
人
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
立

法
者
は
遺
留
分
の
剥
奪
の
一
般
条
項
を
作
ろ
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
判
例
は
遺
留
分
剥
奪
の
要
件
を
厳
格
に
解
釈
し

て
、
遺
留
分
権
利
者
を
保
護
し
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
民
法
二
三
三
コ
一
条
二
号
は
、
被
相
続
人
の
直
ず
ポ
卑
属
が
被
相
続
人
又
は
被
相

続
人
の
配
偶
者
の
身
体
に
故
意
の
虐
待
を
加
え
た
場
合
を
、
遺
留
分
の
剥
奪
事
由
と
し
て
い
る
が
、
精
神
的
虐
待
は
当
た
ら
な
い
。
又
、
不

名
誉
又
は
不
道
徳
な
行
為
を
行
っ
た
直
系
卑
属
の
遺
留
分
剥
奪
を
定
め
る
同
条
五
号
に
は
、
売
春
と
は
異
な
り
、
強
盗
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。



以
上
の
規
定
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
に
は
、
現
在
で
は
見
解
の
一
致
が
あ
る
。
し
か
も
、
社
会
状
況
も
変
化
し
て
お
り
、
類
推
が
考
え
ら
れ

て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

(
b
)
被
相
続
人
は
生
前
処
分
に
よ
っ
て
、
遺
留
分
を
回
避
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
判
例
は
、
こ
れ
を
「
非
常
に
問
題
の
あ
る
事
態
の
展

開
」
(
前
示
2
.
(
2
)
①
の

B
G
H判
例
)
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
生
前
処
分
は
、
遺
留
分
対
遺
言
自
由
で
は
な
く
、
遺
留
分
対
(
本

来
は
自
由
な
)
生
前
処
分
の
問
題
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
は
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
に
よ
っ
て
回
復
を
広
く
認
め
て
い
る
。

第
一
が
、
配
偶
者
間
の
出
揖
(
ロ
号

g
sロ再
開

N
Z
5
E
5
m
g
g
u
n
z
g
E
o宣
言
回
)
を
贈
与
と
認
定
し
て
、
遺
留
分
補
充
請
求
権

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

(
制
自
白
切
。
国
)
の
行
使
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
贈
与
の
撤
回
の
局
面
で
は
、
配
偶
者
間
の
出
摘
を
贈
与
と
は
認
定
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
立
法
者
意
思
で
は
、
二
三
二
五
条
の
贈
与
で
も
、
五
一
六
条
(
贈
与
)
で
も
、
両
者
は
同
義
の
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例

の
解
釈
態
度
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
保
護
を
指
向
し
て
い
る
。

第
二
に
、
民
法
二
三
二
五
条
三
項
は
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
行
使
期
間
を
一

O
年
と
制
限
し
て
い
る
。
従
前
の
判
例
で
は
、
贈
与
者
が

自
分
の
側
で
で
き
る
こ
と
を
履
行
し
た
時
か
ら
、
期
間
が
進
行
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
、
一

0
年
間
は
履
行
後
の

状
態
を
、
被
相
続
人
(
贈
与
者
)
が
我
慢
す
る
こ
と
(
経
済
的
分
離
が
必
要
)
だ
と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
動
産
の
贈
与
な
ら
、

受
贈
者
は
移
転
登
記
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
民
法
二
三
二
五
条
三
項
の
解
釈
は
、

一
義
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
贈

与
の
履
行
の
解
釈
で
は
、
贈
与
者
の
処
分
の
自
由
の
喪
失
で
足
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
判
例
は
、
こ
こ
で
も
遺
留
分
権
利
者
を
強

く
保
護
し
て
い
る
と
い
え
る
。

F
h
l
u
 

q合
υ
ハud

第
三
に
、
民
法
二
三
三
O
条
は
、
道
義
又
は
儀
礼
的
顧
慮
に
基
づ
く
贈
与
に
は
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
は
行
使
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
。
制FD
 

し
か
し
、
判
例
は
、
同
条
の
適
用
に
慎
重
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
、
贈
与
の
時
に
遺
留
分
権
利
者
で
な
け
れ
ば
、
遺
留
分
補
充
請
求
刷宇品

権

は

行

使

で

き

な

い

と

解

す

る

点

で

は

北

(
例
え
ば
、
贈
与
時
に
は
婚
姻
関
係
に
な
か
っ
た
配
偶
者
)
、
学
説
と
反
対
に
、
遺
言
自
由
を
擾
先



説

し
て
お
り
、

一
貫
し
て
い
な
い
。

雪ム
ロ岡

結
論
と
し
て
、
立
法
者
意
思
に
反
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

B
G
Hも
社
会
状
況
の
変
化
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
遺
言
自
由
を
優
先

(
引
)

す
る
解
釈
も
可
能
で
は
な
い
か
と
、
シ
ユ
ル
タ
l
は
指
摘
し
て
い
る
。

③
以
上
の
よ
う
に
現
行
法
を
確
認
し
た
上
で
、
シ
ユ
ル
タ
ー
は
、
遺
留
分
は
国
民
の
意
識
に
根
を
下
ろ
し
、
か
っ
、
相
続
は
家
族
の
相
互

扶
助
の
支
え
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
基
本
法
の
保
護
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
遺
留
分
の
全
面
的
廃
止
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
、
部
分

的
な
改
正
を
提
案
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

(a)
遺
留
分
権
利
者
の
範
囲
に
関
し
て
、
両
親
の
遺
留
分
は
不
必
要
か
、
少
な
く
と
も
配

偶
者
の
相
続
に
劣
後
す
べ
き
で
あ
る
。

(
b
)
他
方
で
、
遺
留
分
を
要
扶
養
性
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
従
来
の

B
G
B
の
伝
統
と
の
訴

離
が
甚
だ
し
い
。
か
つ
て
の
よ
う
な
生
産
家
族
で
は
な
く
と
も
、
家
族
問
で
の
支
え
合
い
が
あ
り
、
家
族
は
間
接
的
に
は
財
産
形
成
に
も
協

力
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
、
反
対
。

(
C
)

遺
留
分
の
剥
奪
事
由
に
関
し
て
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
欠
陥
が
あ
り
、
改
正
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
極
め
て
広
い
一
般
条
項
は
、
家
族
の
結
合
の
破
滅
に
つ
な
が
り
、
疑
問
で
あ
る
。

(
d
)
配
偶
者
聞
の
贈
与
で
は
、
遺

留
分
補
充
請
求
権
が
婚
姻
の
解
消
時
か
ら
一

O
年
で
消
滅
さ
せ
る
規
定
(
制
民
呂
田
切
。
回
)
は
、
贈
与
を
受
け
た
第
三
者
を
配
偶
者
よ
り

保
護
し
て
お
り
疑
問
で
あ
り
、
改
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
一

O
年
の
消
滅
期
間
は
、
極
め
て
長
期
で
あ

り
、
被
相
続
人
の
生
前
処
分
の
自
由
を
優
先
し
て
、
例
え
ば
、
五
年
又
は
三
年
に
短
縮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
シ
ユ
ル
タ

l
は
指
摘
し
て

(
必
)
い
る
。以
上
を
総
括
す
る
と
、
シ
ユ
ル
タ
l
は
、
多
く
の
学
説
が
現
在
の
判
例
を
批
判
し
て
い
る
事
案
類
型
に
則
し
て
、
遺
留
分
の
部
分
的
な
改

正
を
提
案
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
お
)
忌
5
B
g
m
g
R宮崎
-
m
o
p
s
a
g開
。
ロ
品
開
国
間

2
2
N
E
n
z
g
開
号
'
E
邑

MvgnE5出
向
宮
町
一
戸
田
R
H

同(。E
E
g
m
g
a
g
関
門

σ
B
n
z
c・
切
件
戸
?
↓

2
5
8同国
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

(閉耐え。
5
2
0
2
5
%

。EN--nzg
開号円。

n
z
c
-
M
H
2
5
8仏
(
m
m
F
5
2
2
R
E同
佃
町
一

ZHnE225nzceM-moaOB--3ω
は
、
法
定
相
続
と
遺
留
分

に
関
す
る
比
較
法
的
検
討
も
含
め
た
包
括
的
な
検
討
と
法
改
正
の
提
案
で
あ
る
。
遺
留
分
に
関
し
て
は
、
切
両
国
・
戸
N
・叶
O
F
-
Z
E
の
末
尾
に
、
法
改

正
の
提
案
が
ま
と
め
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
大
き
な
改
正
で
は
な
く
、
現
行
法
下
の
解
釈
と
議
論
と
な
っ
て
い
る
点
を
立
法
案
と

し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
意
味
で
現
行
法
下
の
問
題
点
を
一
覧
す
る
た
め
に
は
便
利
で
あ
り
、
以
下
に
訳
出
し
て
お
く
。

な
お
、
現
行
法
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、
前
掲
三
.
注
(
児
)
近
藤
「
独
逸
民
法
V
(相
続
法
)
」
を
参
照
し
た
。

1
.
雨
親
と
配
偶
者
の
遺
留
分

【
現
行
民
法
二
三
O
二一条】

一
項
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
が
死
因
処
分
に
よ
っ
て
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
き
は
、
相
続
人
に
対
し
て
遺
留
分
を
請
求
で
き
る
。
遺
留

分
は
法
定
相
続
分
の
半
分
で
あ
る
。

二
項
死
因
処
分
に
よ
っ
て
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
被
相
続
人
の
両
親
お
よ
び
配
偶
者
に
も
、

規
定
(
剰
余
清
算
)
は
、
以
上
と
は
関
係
が
な
い
。

同
様
の
権
利
が
帰
属
す
る
。

一
三
七
一
条
の

【
改
正
提
案
二
三
O
三
条
】

一
項
は
、
従
前
通
り
。

二
項
死
因
処
分
に
よ
っ
て
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
被
相
続
人
の
両
親
に
も
、
同
様
の
権
利
が
帰
属
す
る
。

人
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
遺
留
分
は
法
定
相
続
分
の
価
値
の
四
分
の
一
で
あ
る
。

三
項
死
因
処
分
に
よ
っ
て
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
被
相
続
人
の
配
偶
者
に
も
、
同
様
の
権
利
が
帰
属
す
る
。

四
項
配
偶
者
は
、
一
九
三
二
条
お
よ
び
一
九
三
二
条

a
に
従
っ
て
、
遺
贈
を
遺
留
分
と
し
て
請
求
で
き
る
。

c
f
.
ラ
ウ
シ
ャ

l
の
提
案
で
は
、
現
行
法
の
一
九
三
二
条
(
配
偶
者
の
先
取
分
)
は
、
先
取
分
を
拡
大
し
て
、
居
住
家
屋
に
対
す
る
物
権

的
役
権
が
認
め
ら
れ
、
か
っ
、
遺
贈
を
主
張
し
て
、
居
住
権
を
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

m
g∞
nzmF
回
件
戸
印
国
三
を
参
照
。

一
九
三
二
条
に
よ
る
法
定
相
続

北法55(5・83)1937

2
.
遺
留
分
権
利
者
に
負
担
又
は
制
限
が
課
さ
れ
た
場
合
/
遺
留
分
権
利
者
が
遺
贈
を
受
け
た
場
合

【
現
行
民
法
二
三
O
六
条
】



説論

一
項
相
続
人
で
あ
る
遺
留
分
権
利
者
が
、
後
位
相
続
人
の
指
定
、
遺
言
執
行
者
の
指
定
、
若
し
く
は
、
分
割
方
法
の
指
定
に
よ
っ
て
制
限

を
受
け
、
又
は
、
遺
贈
又
は
負
担
に
よ
っ
て
負
担
を
受
け
た
と
き
は
、
相
続
人
に
残
さ
れ
た
相
続
分
が
法
定
相
続
分
の
二
分
の
一
を
越
え
な
い

と
き
は
、
そ
の
制
限
又
は
負
担
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
残
さ
れ
た
相
続
分
が
こ
れ
よ
り
大
き
い
と
き
は
、
相
続
人
は
相
続
を

放
棄
し
て
遺
留
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
放
棄
の
期
間
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
制
限
又
は
負
担
を
知
っ
た
時
か
ら
進
行
す
る
。

二
項
遺
留
分
権
利
者
が
後
位
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
と
き
も
、
相
続
人
の
指
定
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
た
と
き
と
同
様
で
あ
る
。

【
現
行
民
法
二
三
O
七
条
】

一
項
遺
留
分
権
利
者
が
遺
贈
を
受
け
た
と
き
は
、
遺
贈
を
放
棄
し
て
、
遺
留
分
を
主
張
で
き
る
。
遺
留
分
を
放
棄
し
な
い
と
き
は
、
遺
贈

の
価
値
が
遺
留
分
を
満
た
す
限
度
で
、
遺
留
分
権
は
帰
属
し
な
い
。
遺
贈
の
価
値
を
算
定
す
る
際
に
は
、
二
三
O
六
条
に
掲
げ
た
種
類
の
制
限

又
は
負
担
は
考
慮
さ
れ
な
い
。

二
項
遺
贈
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
相
続
人
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
遺
留
分
権
利
者
に
遺
贈
の
承
認
の
意
思
表
示
を
催
告
で
き
る
。
承

認
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
期
間
の
経
過
に
よ
り
遺
贈
は
放
棄
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

な
お
、
以
上
の
民
法
二
一
ニ

O
六
条
に
関
し
て
は
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
と
い
う
角
度
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
の
沿
革
に
及
ぶ
詳
細
な
検
討
を
加
え

た
、
前
掲
三
.
注
(
凹
)
篠
森
論
文
を
参
照
。

{
改
正
提
案
二
三
O
六
条
}

一
項
相
続
人
で
あ
る
遺
留
分
権
利
者
が
、
後
位
相
続
人
の
指
定
、
遺
言
執
行
者
の
任
命
、
若
し
く
は
、
分
割
方
法
の
指
定
に
よ
っ
て
制
限

を
受
け
た
と
き
は
、
遺
留
分
権
利
者
は
相
続
を
放
棄
し
て
遺
留
分
を
主
張
で
き
る
。
相
続
を
放
棄
し
な
い
と
き
は
、
相
続
分
の
価
値
が
遺
留
分

を
満
た
す
限
度
で
、
遺
留
分
権
は
帰
属
し
な
い
。
二
三
O
五
条
が
適
用
さ
れ
る
。
価
値
の
計
算
に
際
し
て
は
、
制
限
は
考
慮
さ
れ
な
い
。

二
項
相
続
人
で
あ
る
遺
留
分
権
利
者
が
遺
贈
又
は
負
担
に
よ
っ
て
負
担
を
受
け
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
で
あ
る
。
相
続
を
放
棄
し
な
い

と
き
は
、
遺
留
分
の
限
度
で
、
遺
贈
又
は
負
担
の
負
担
を
免
れ
る
。

三
項
遺
留
分
権
利
者
が
後
位
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
と
き
は
、

一
項
が
準
用
さ
れ
る
。

【
改
正
提
案
二
三

O
七
条
】

一
項
遺
留
分
権
利
者
が
遺
贈
を
受
け
た
と
き
は
、
遺
贈
を
放
棄
し
て
遺
留
分
を
主
張
で
き
る
。
遺
留
分
を
放
棄
し
な
い
と
き
は
、
遺
贈
の
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

価
格
が
遺
留
分
を
満
た
す
限
度
で
、
遺
留
分
は
帰
属
し
な
い
。
二
三
百
六
条
一
項
と
二
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

二
項
は
、
従
前
と
同
じ
。

3
.
血
族
の
遺
留
分
と
配
偶
者
の
先
取
分

【
現
行
民
法
二
三
二
条
一
項
}

遺
留
分
の
計
算
に
は
、
相
続
開
始
時
の
遺
産
の
状
態
と
価
格
が
基
礎
と
さ
れ
る
。
被
相
続
人
の
両
親
の
遺
留
分
の
計
算
で
は
、

に
帰
属
す
る
先
取
分
は
、
計
算
の
外
に
お
か
れ
る
。

【
改
正
提
案
一
一
一
一
一
一
一
条
一
項
二
文
】
二
文
を
以
下
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

遺
留
分
の
計
算
に
は
、
相
続
開
始
時
の
遺
産
の
状
態
と
価
格
が
基
縫
と
さ
れ
る
。
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
と
両
親
の
遺
留
分
の
計
算
で
は
、

法
定
相
続
又
は
死
因
処
分
に
よ
り
生
存
配
偶
者
に
帰
属
す
る
一
九
=
三
条
に
い
う
先
取
分
は
、
計
算
の
外
に
お
か
れ
る
。

生
存
配
偶
者

4
.
遺
留
分
の
利
息

【
改
正
提
案
一
二
一
一
一
一
条
三
項
】
一
一
一
一
一
一
一
条
に
、
=
一
項
が
追
加
さ
れ
る
。

三
項
そ
の
価
値
の
基
準
と
さ
れ
た
時
か
ら
、
二
四
六
条
に
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
に
は
利
息
が
付
さ
れ
る
。

5
.
収
益
価
値
の
計
算
l
B
G
B
|
農
地

【
現
行
民
法
一
二
三
一
一
条
】

一
項
複
数
の
相
続
人
の
内
の
一
人
が
、
遺
産
に
属
す
る
農
地
を
収
益
価
値
で
引
き
受
け
る
権
利
を
持
つ
旨
を
、
被
相
続
人
が
定
め
た
か
、

又
は
、
二

O
四
九
条
に
よ
っ
て
認
定
す
べ
き
場
合
に
、
そ
の
権
利
が
行
使
さ
れ
た
と
き
は
、
遺
留
分
の
計
算
に
つ
い
て
も
収
益
価
値
が
基
準
と

な
る
。
被
相
続
人
が
他
の
引
受
価
格
を
定
め
た
場
合
は
、
引
受
価
格
が
収
益
価
値
に
達
し
、
か
っ
、
評
価
価
値
を
超
過
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

引
受
価
格
が
基
準
と
な
る
。

二
項
被
相
続
人
が
相
続
人
を
一
人
し
か
残
さ
な
か
っ
た
場
合
は
、
相
続
人
は
遺
留
分
の
計
算
に
つ
い
て
、
収
益
価
値
又
は
二
項
二
丈
の
定

め
る
価
値
を
基
準
と
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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説ヨ辺.
長岡

一
項
と
二
項
の
規
定
が
適
用
と
な
る
の
は
、
農
地
を
取
得
し
た
相
続
人
が
、
二
三

O
三
条
の
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
場
合
だ
け
で
あ

三
項

ヲ
心
。【
改
正
提
案
二
一
三
二
条
】

一
項
複
数
の
相
続
人
の
内
の
一
人
が
、
遺
産
に
属
す
る
農
地
を
収
益
価
値
で
引
き
受
け
る
権
利
を
持
つ
旨
を
、
被
相
続
人
が
定
め
た
か
、

又
は
、
二

O
四
九
条
に
よ
っ
て
認
定
す
べ
き
場
合
は
、
遺
留
分
の
計
算
に
つ
い
て
は
二
三
一
一
条
一
項
一
文
が
基
準
と
な
る
。
但
し
、
二
三
一

一
条
一
項
一
文
に
よ
る
価
値
に
代
え
て
収
益
価
値
を
遺
留
分
計
算
の
基
礎
と
し
た
場
合
の
価
格
を
、
遺
留
分
が
超
過
す
る
限
度
で
、
農
地
を
引

き
受
け
た
相
続
人
は
遺
留
分
の
猶
予
を
請
求
で
き
る
。

二
項
被
相
続
人
は
、
遺
留
分
の
猶
予
を
請
求
す
る
権
利
を
、
死
因
処
分
に
よ
っ
て
制
限
又
は
排
除
で
き
る
。
被
相
続
人
が
相
続
人
を
一
人

し
か
残
さ
な
か
っ
た
場
合
は
、
一
項
に
よ
る
猶
予
を
請
求
す
る
権
利
を
相
続
人
に
帰
属
さ
せ
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
項
義
務
者
が
農
地
を
売
却
し
た
と
き
は
、
猶
予
は
廃
棄
さ
れ
る
。
義
務
者
が
農
地
を
部
分
的
に
処
分
し
た
と
き
、
又
は
、
他
の
用
法
に

よ
り
著
し
い
収
益
を
上
げ
た
と
き
は
、
猶
予
は
廃
棄
さ
れ
う
る
。

四
項
二
三
三
一
条

a
二
項
は
、
準
用
さ
れ
る
。

五
項
現
行
一
三
二
二
条
三
項
に
同
じ
。

北法55(5・86)1940

6
.
農
家
相
続
法
で
の
価
値
の
算
定

【
現
行
の
農
場
令
】

一
二
条
二
項
こ
の
請
求
権
は
、
相
続
開
始
の
時
点
に
お
け
る
農
場
価
格
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
る
。
農
場
価
格
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
一
九

七
五
年
三
月
一

O
日
の
管
轄
緩
和
法
(
連
邦
法
律
官
報
第
一
部
六
八
五
頁
)
第
一
五
条
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
一
九
七
四
年
九
月
二
六
日
の
告

示
の
文
言
に
お
け
る
価
値
評
価
法
(
連
邦
法
律
官
報
第
一
部
二
三
六
九
頁
)
第
四
八
条
の
意
味
に
お
け
る
、
最
近
に
確
定
さ
れ
た
課
税
標
準
価

格
の
一
・
五
倍
の
額
で
あ
る
。
個
々
の
場
合
の
農
場
価
格
に
と
っ
て
著
し
く
重
要
で
あ
る
特
別
の
事
情
が
、
農
場
価
格
に
全
く
反
映
し
な
い
か

不
十
分
に
し
か
反
映
し
な
い
場
合
に
は
、
農
場
価
格
は
請
求
に
よ
り
公
正
な
裁
量
に
よ
っ
て
増
額
若
し
く
は
減
額
さ
れ
る
。

以
上
の
翻
訳
は
、

k
.
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
、

w.
ヴ
イ
ン
グ
ラ

l
著
、
田
山
輝
明
監
訳
『
西
ド
イ
ツ
の
農
家
相
続
法
制
度
の
歴
史
と
現
状
|
』

(
成
文
堂
・
一
九
八
四
年
)
一
一
九
頁
以
下
の
農
場
令
の
翻
訳
に
よ
っ
た
。



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

【
改
正
提
案
】

農
場
令
一
二
条
二
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
。

一
文
は
、
現
行
法
の
通
り
。

収
益
価
値
が
農
場
価
格
と
さ
れ
る
。
民
法
二

O
四
九
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
。

三
文
は
、
現
行
の
通
り
。

7
.
民
法
施
行
法
二
一
一
七
款
の
収
益
価
値

【
現
行
民
法
施
行
法
一
三
・
七
款
}

民
法
一
三
七
六
条
四
項
、
一
五
一
五
条
二
項
、
三
項
、
一
九
三
四
条
一
項
、
二

O
四
九
条
か
ら
一
二
三
二
条
、
お
よ
び
、
最
近
一
九
八
六
年

一
一
一
月
八
日
の
法
律
二
款
二
二
号
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
、
連
邦
法
律
官
報
第
三
部
目
次
番
号
七
八
一

O
l
一
の
土
地
取
引
法
一
六
条
一
項
の

場
合
に
、
収
益
価
値
を
農
場
価
格
と
定
め
る
、
農
場
令
上
の
規
定
の
原
則
は
、
変
更
さ
れ
な
い
。

【
改
正
提
案
}

一
項
で
、
一
五
一
五
条
の
前
に
、
一
三
七
六
条
四
項
を
付
け
加
え
、
二
項
を
付
加
す
る
。

二
項
民
法
二
O
四
九
条
二
項
に
よ
る
純
益
の
倍
加
以
外
の
計
算
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

8
.
遺
留
分
の
剥
奪

【
現
行
民
法
一
一
一
一
一
一
二
三
条
}

被
相
続
人
は
以
下
の
場
合
に
、
直
系
卑
属
の
遺
留
分
を
剥
奪
で
き
る
。

一
号
直
系
卑
属
が
、
被
相
続
人
、
そ
の
配
偶
者
、
又
は
、
他
の
直
系
卑
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
と
き

二
号
直
系
卑
属
が
、
被
相
続
人
又
は
そ
の
配
偶
者
に
対
す
る
故
意
の
身
体
的
虐
待
に
つ
い
て
、
過
責
が
あ
る
と
き
。
但
し
、
配
偶
者
に

対
す
る
虐
待
に
つ
い
て
は
、
直
系
卑
属
が
配
偶
者
の
血
族
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。

三
号
直
系
卑
属
が
、
被
相
続
人
又
は
そ
の
配
偶
者
に
対
す
る
、
重
罪
又
は
故
意
の
重
大
な
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過
責
が
あ
る

ト
」
き
己
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四
号
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
に
対
す
る
法
律
上
の
扶
養
義
務
を
悪
意
で
履
行
し
な
か
っ
た
と
き

五
号
直
系
卑
属
が
被
相
続
人
の
意
思
に
反
し
て
不
名
誉
又
は
不
道
徳
な
生
活
を
送
っ
た
と
き

【
現
行
民
法
二
三
三
四
条
】

そ
の
父
親
が
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
、
第
二
三
三
三
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
に
上
げ
ら
れ
た
非
行
を
犯
し
た
と
き
は
、
被
相

続
人
は
父
親
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
非
行
に
つ
い
て
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
き
も
、
被
相
続
人
は
母
親
に
対

し
て
同
様
の
権
利
を
持
つ
。

【
現
行
民
法
二
三
三
五
条
】

被
相
続
人
は
以
下
の
場
合
に
、
そ
の
配
偶
者
の
遺
留
分
を
剥
奪
で
き
る
。

一
号
配
偶
者
が
被
相
続
人
又
は
そ
の
直
系
卑
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
と
き

二
号
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
身
体
的
虐
待
に
つ
い
て
過
責
が
あ
る
と
き

三
号
配
偶
者
が
被
相
続
人
に
対
す
る
、
重
罪
又
は
故
意
の
重
大
な
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過
責
が
あ
る
と
き

四
号
配
偶
者
が
被
相
続
人
に
対
す
る
法
律
上
の
扶
養
義
務
を
悪
意
で
履
行
し
な
か
っ
た
と
き

【
改
正
提
案
二
三
三
三
条
】

被
相
続
人
は
以
下
の
場
合
に
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
号
遺
留
分
権
利
者
が
、
被
相
続
人
、
そ
の
配
偶
者
、
又
は
、
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
の
生
命
に
危
害
を
加
え
た
と
き

二
号
遺
留
分
権
利
者
が
、
被
相
続
人
、
又
は
、
そ
の
配
偶
者
に
対
し
て
、
犯
罪
又
は
故
意
の
重
大
な
行
為
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過

責
が
あ
る
と
き

三
号
遺
留
分
権
利
者
が
、
被
相
続
人
に
対
す
る
法
律
上
の
扶
養
義
務
を
悪
意
で
履
行
し
な
か
っ
た
と
き

四
号
遺
留
分
権
利
者
が
、
被
相
続
人
の
意
思
に
反
し
て
、
重
罪
、
又
は
、
故
意
の
重
大
な
犯
罪
を
常
習
的
に
犯
し
、

に
有
罪
と
さ
れ
た
と
き

し
た
が
っ
て
、
二
三
三
四
条
、
二
三
三
五
条
は
、
廃
棄
さ
れ
る
。

説
τ~~ 

a岡

【
現
行
民
法
二
三
三
六
条
四
号
】
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か
つ
、

そ
の
た
め



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

二
三
三
三
条
五
号
の
場
合
に
、
直
系
卑
属
が
相
続
時
に
不
名
誉
又
は
不
道
徳
な
生
活
を
や
め
て
い
た
と
き
は
、
遺
留
分
の
剥
奪
は
効
力
を
持

た
な
い
。

【
改
正
提
案
二
三
三
六
条
四
号
】

二
三
三
三
条
四
号
の
場
合
に
、
直
系
卑
属
が
相
続
時
に
同
号
に
上
げ
た
生
活
を
継
続
的
に
や
め
て
い
た
と
き
は
、
遺
留
分
の
剥
奪
は
効
力
を
持

た
な
い
。

9
.
遺
留
分
補
充
請
求
権

【
現
行
民
法
二
三
二
五
条
】

一
項
被
相
続
人
が
第
三
者
に
贈
与
し
た
と
き
は
、

分
の
補
充
と
し
て
請
求
で
き
る
。

二
項
消
費
物
は
贈
与
の
当
時
の
価
格
で
計
算
に
加
え
る
。
そ
の
他
の
物
は
、
相
続
時
の
価
格
で
計
算
す
る
。
但
し
、
贈
与
時
よ
り
価
格
が

低
い
と
き
は
、
そ
の
価
格
だ
け
が
算
入
さ
れ
る
。

三
項
相
続
時
に
贈
与
物
の
給
付
か
ら
一

O
年
が
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
贈
与
は
加
算
さ
れ
な
い
。
贈
与
が
配
偶
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た

と
き
は
、
婚
姻
の
解
消
時
か
ら
期
間
が
経
過
す
る
。

【
改
正
提
案
二
三
二
五
条
】

一
項
現
行
法
通
り

二
項
贈
与
物
は
、
贈
与
の
履
行
の
完
了
時
の
価
格
で
計
算
に
加
え
る
。
債
権
が
贈
与
さ
れ
た
と
き
は
、
履
行
期
の
価
値
で
算
入
さ
れ
る
。

被
相
続
人
が
贈
与
を
履
行
し
て
い
な
い
と
き
は
、
贈
与
に
よ
る
請
求
権
の
価
値
は
相
続
時
で
算
入
さ
れ
る
。

三
項
被
相
続
人
が
贈
与
物
の
収
益
権
を
留
保
し
た
と
き
は
、
収
益
権
の
消
滅
時
の
価
格
が
算
入
さ
れ
る
。
そ
の
他
で
は
、
二
一
項
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
。

四
項
相
続
時
に
贈
与
の
履
行
か
ら
一

O
年
が
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
贈
与
は
価
算
さ
れ
な
い
。
二
項
二
文
お
よ
び
三
文
が
準
用
さ
れ
る
。

五
項
期
間
は
以
下
の
場
合
に
は
進
行
し
な
い
。

一
号
三
項
の
場
合
は
、
留
保
さ
れ
た
収
益
権
を
顧
慮
し
て
定
め
ら
れ
た
時
以
前

そ
の
贈
与
を
遺
産
に
加
算
す
れ
ば
遺
留
分
が
増
加
す
る
額
を
、
遺
留
分
権
利
者
は
遺
留
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説

被
相
続
人
が
贈
与
の
撤
回
が
可
能
な
と
き

受
贈
者
が
被
相
続
人
に
対
し
て
、
負
担
又
は
反
対
給
付
と
し
て
条
件
付
け
ら
れ
た
継
続
的
給
付
の
義
務
を
負
う
と
き

受
贈
者
が
被
相
続
人
と
家
計
を
同
じ
く
す
る
と
き

号ι
員冊

四三二
項項号

m.
報
告
請
求
権

【
現
行
民
法
一
一
一
一
二
四
条
】

一
項
遺
留
分
権
利
者
が
相
続
人
で
な
い
と
き
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
請
求
が
あ
れ
ば
、
相
続
人
は
遺
産
の
状
態
に
関
す
る
報
告
の
義
務
を

負
う
。
二
六
O
条
に
よ
り
呈
示
す
べ
き
遺
産
目
録
の
作
成
に
自
己
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
遺
産
に
属
す
る
も
の
の
価
格
の
評
価
を
、

遺
留
分
権
利
者
は
請
求
で
き
る
。
遺
留
分
権
利
者
は
、
所
轄
官
庁
、
所
轄
官
吏
、
又
は
、
公
証
人
に
よ
っ
て
目
録
を
作
成
さ
れ
る
よ
う
請
求
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

二
項
前
項
の
費
用
は
、
遺
産
が
負
担
す
る
。

以
上
の
現
行
民
法
一
一
一
一
一
一
四
条
は
廃
棄
さ
れ
、
以
下
の
規
定
が
付
加
さ
れ
る
。

【
改
正
提
案
一
一
一
一
一
一
一
一
一
条
b
】

一
項
遺
留
分
権
利
者
は
、
相
続
人
に
対
し
て
、
遺
産
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
請
求
で
き
る
。
遺
留
分
権
利
者
は
、
二
六

O
条
に
よ
り
呈

示
す
べ
き
遺
産
目
録
の
作
成
に
自
己
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
所
轄
官
庁
、
所
轄
官
吏
、
又
は
、
公
証
人
に
よ
っ
て
目
録
を
作
成
さ

せ
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

二
項
遺
留
分
権
利
者
は
、
遺
産
に
属
す
る
も
の
の
価
格
の
評
価
を
請
求
で
き
る
。

三
項
二
三
二
五
条
の
場
合
は
、
被
相
続
人
の
贈
与
に
よ
る
相
続
人
又
は
受
贈
者
に
対
す
る
同
条
一
項
の
権
利
が
、
遺
留
分
権
利
者
に
帰
属

す
る
。四
項
以
上
の
費
用
は
、
遺
産
が
負
担
す
る
。
二
項
の
場
合
は
、
二
三
二
九
条
が
準
用
さ
れ
る
。
遺
留
分
権
利
者
が
相
続
人
又
は
受
遺
者
の

と
き
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
二
三
O
五
条
に
よ
る
請
求
権
を
持
つ
限
り
で
、
以
上
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
以
上
に
加
え
て
、
生
前
行
為
と
死
因
処
分
の
区
別
に
関
す
る
改
正
提
案
が
付
さ
れ
て
お
り
、
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議 (3) 

1
・
死
因
贈
与

【
現
行
民
法
三
二
O
一条】

一
項
受
贈
者
が
贈
与
者
よ
り
長
く
生
き
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
贈
与
契
約
に
つ
い
て
は
、
死
因
処
分
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
以
上

の
条
件
で
贈
与
さ
れ
た
、
七
八
O
条
、
七
八
一
条
に
よ
る
債
務
約
束
、
債
務
承
認
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

二
項
贈
与
者
が
出
損
し
た
も
の
の
給
付
に
よ
っ
て
贈
与
を
完
了
し
た
と
き
は
、
生
前
贈
与
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

以
上
の
規
定
は
廃
棄
さ
れ
、
民
法
五
一
八
条
に
続
い
て
、
以
下
の
規
定
が
付
加
さ
れ
る
。

【
改
正
提
案
五
一
八
条

a
】

贈
与
者
の
死
亡
が
履
行
の
完
了
の
条
件
と
さ
れ
る
か
、
期
限
と
さ
れ
て
る
と
き
は
、
死
因
処
分
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
同
様
の
条

件
又
は
期
限
で
贈
与
と
し
て
与
え
ら
れ
た
七
八
O
条
、
七
八
一
条
に
よ
る
債
務
約
束
、
債
務
承
認
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

2
.
死
亡
を
原
因
と
す
る
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

【
現
行
民
法
三
一
一
一
一
条
】

一
項
約
束
を
受
け
た
者
の
死
亡
後
に
第
三
者
に
対
し
て
給
付
を
行
、
つ
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
第
三
者
は
、
受
約
者
の

死
亡
と
同
時
に
給
付
請
求
権
を
取
得
す
る
。

二
項
受
約
者
が
第
三
者
の
出
生
前
に
死
亡
し
た
場
合
、
第
三
者
に
対
し
て
給
付
す
る
約
束
は
、
其
の
権
限
を
留
保
し
て
い
た
と
き
に
限
り
、

廃
棄
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
翻
訳
は
、
椿
寿
夫
、
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』
(
日
評
・
一
九
八
八
年
)
二
四
四
頁
(
床
谷
文
雄
)
に
よ
っ
た
。

【
改
正
提
案
一
二
三
一
条
】
以
下
の
三
項
と
四
項
が
付
加
さ
れ
る
。

三
項
第
三
者
と
受
約
者
の
問
の
法
律
関
係
に
は
、
五
一
八
条

a
が
適
用
さ
れ
る
。

四
項
生
命
保
険
又
は
終
身
定
期
金
契
約
に
お
い
て
、
保
険
金
の
支
払
い
が
受
約
者
の
死
亡
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
と
き
は
、
終
意
処
分

に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

(
ぬ
)
巧
ロ
E
色
彩
E
s
q
-
U
5
〉
ロ
色
町
『
ロ
ロ
加
品
目
円
相
宣
宮
内
吉
田

U
2
R
Z再
開
広
田
吋

m
n
Z
Z
B凹
O
N
E
S
問
。
口
問
。
同
三
口
凶
。
』
同
町
『
何
回

E
E
n
a
g
n
F
Z
E
O戸
忠
克
明
白
宮
白
C
白
色
町
『

ぎ岡田
8
5
n
z包
F
切
色
・
同
(
回
号

m
m
E
n
E
g
m
m
n
E
C
e
国
司
国
間

'
n
g
g
t
d
5
F
n
-
g
n
g
R
F
〉

E
3
8
Z刊
E
E
n
g
-
百
E
m
-
-
出
。
予
n
z
g
M
N
O
M
E
-
剛
内
向
丘
町
コ
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説

切
れ

F
E門
戸
。
E
口
問
向
者
広

B
a
R切
開

nw.Mcoo-
∞・
5
当
時
?
ω
-
宏
司

(刊

)
ω
n
V
E
R
S。・・∞・
5
凶】『・

(
H
U
)
ω
n
z
E円
相

F
8
9・∞・
5
活再・

(

必

)

凶

n
F
Eぉ
F
S
O
-
-
∞-
S
S
R
-

論

※
本
論
文
の
全
て
の
脱
稿
後
、
今
回
の
掲
載
分
の
提
出
前
に
、
青
竹
美
保
「
遺
留
分
制
度
の
機
能
と
基
礎
原
理
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
留
分
権
論
の
憲

法
的
基
礎
付
け
に
よ
る
新
展
開
1

(
一
)
(
一
一
)
)
」
法
学
論
叢
一
五
五
巻
一
号
二
O
頁
以
下
、
三
号
二
六
頁
以
下
に
接
し
た
。
同
論
文
は
、
基
本
権

と
遺
留
分
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
検
討
し
た
も
の
で
、
本
論
文
が
取
り
上
げ
た
問
題
と
多
く
の
部
分
が
ク
ロ
ス
し
て
い
る
。
問
時
に
ご
参

照
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
同
論
文
の
著
者
と
筆
者
は
、
遺
留
分
に
対
す
る
最
近
の
わ
が
国
の
学
説
の
批
判
に
応
接
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
を
同
じ

く
す
る
(
と
考
え
る
)
が
、
遺
留
分
の
評
価
に
関
し
て
は
差
異
が
あ
る
。
但
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
論
文
の
最
終
回
(
五
)
を
参
照
さ
れ
た

'v 

※
本
稿
は
、
平
成
一
一
一
一
年
度
l
平
成
一
六
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
B
)
(
2
)
研
究
代
表
者
・
松
久
三
四
彦
)
、
平
成
一
五

年
1
平
成
一
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
C
)
(
2
)
研
究
代
表
者
・
大
塚
龍
児
)
、
お
よ
び
、
平
成
一
六
年
度
1
平
成
一

八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
C
)
(
2
)
研
究
代
表
者
・
藤
原
正
則
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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